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一
八
六
二
年
、
最
初
の
日
本
使
節
が
ロ
シ
ア
帝
国
の
首
都
、
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル

ブ
ル
グ
に
到
着
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
、【
外
務
省
】
ア
ジ
ア
局
勤
務
の
通
訳
で
あ

る
日
本
人
橘
耕
斎
に
二
個
の
報
告
書
作
成
が
委
嘱
さ
れ
た
。

　

ひ
と
つ
で
は
日
本
の
皇
帝
に
よ
る
外
国
使
節
接
受
儀
式
の
式
次
第
が
研
究
さ
れ
、

も
う
ひ
と
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
ロ
シ
ア
国

立
古
文
書
館
【Российский государственны

й архив древних актов

（
略
称
は

РГА
Д

А

）】
の
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ロ
マ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
（
一
八
三
二

―
一
九
一
六
）
の
フ
ォ
ン
ド
（Ф

.1385, оп1, единица хранения №
 920

）
に
保

管
さ
れ
、「
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
Ⅴ
・
ヤ
マ
ト
フ
の
報
告
書　

草
稿
」
と

題
名
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。一
八
六
三
年
の
日
付
付
き
。追
記
が
あ
る
。「［
Ｆ
・
Ｒ
・

オ
ス
テ
ン
・
サ
ケ
ン
が
］
一
八
六
三
年
七
月
二
四
日
著
者
よ
り
受
け
取
る
。」

　

草
稿
の
最
初
に
は
、
報
告
書
は
「
ウ
ラ
［
ジ
ー
ミ
ル
］・
ヤ
マ
ト
フ
が
作
成
」
と

あ
る
。

　

本
文
を
見
る
限
り
、
文
体
的
な
訂
正
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ロ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
編

集
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
疑
い
な
く
、
す
べ
て
は
、
橘
耕
斎
の

言
葉
で
書
か
れ
て
お
り
、
彼
が
著
者
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

橘
耕
斎
（
一
八
二
〇
―
一
八
八
五
）
は
立
花
久
米
蔵
と
の
名
で
も
知
ら
れ
る
。
彼

は
遠
江
、
掛
川
藩
の
武
士
で
あ
る
。
橘
耕
斎
は
江
戸
に
出
て
、
そ
こ
で
博
打
に
興
じ

（
１
）

（
２
）

（
３
）

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
Ｖ
・
ヤ
マ
ト
フ
（
橘
耕
斎
）
の
報
告
書

ワ
ジ
ム
・
ク
リ
モ
フ

　

二
〇
一
七
年
五
月
二
三
日
、
日
本
学
士
院
と
本
研
究
所
の
共
催
に
よ
り
、「
日
露
関
係
史
料
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会
」
を
開
催
し
た
。
今
回
の
研
究
集
会
は
通
算
一
七
回
目
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
・
サ

ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
市
か
ら
、ロ
シ
ア
国
立
歴
史
文
書
館
セ
ル
ゲ
イ
・
チ
ェ
ル
ニ
ャ
フ
ス
キ
ー
館
長
、ロ
シ
ア
国
立
海
軍
文
書
館
ワ
レ
ン
チ
ン
・
ス
ミ
ル
ノ
フ
館
長
、さ
ら
に
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

東
洋
古
籍
文
献
研
究
所
ワ
ジ
ム
・
ク
リ
モ
フ
上
級
研
究
員
を
招
聘
し
て
御
報
告
を
い
た
だ
い
た
。
第
一
報
告
で
は
、
ク
リ
モ
フ
上
級
研
究
員
か
ら
、
ロ
シ
ア
国
立
古
文
書
館
（
モ
ス
ク
ワ
）
が
所
蔵
す
る

ヤ
マ
ト
フ
こ
と
橘
耕
斎
に
よ
る
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
一
八
六
四
年
に
ア
ジ
ア
局
長
オ
ス
テ
ン
・
サ
ケ
ン
へ
提
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
第
二
報
告
は
、
ス
ミ
ル
ノ
フ
館
長
か
ら
、
一
八
六
一
年
の
ポ
サ
ー
ド
ニ
ク
号
事
件
の
経
緯
を
中
心
に
、
対
馬
に
根
拠
地
を
求
め
た
リ
ハ
チ
ョ
フ
提
督
麾
下
の
ロ
シ
ア
海
軍
の
動
向
が
詳
細
に
論

じ
ら
れ
、
関
係
史
料
を
丹
念
に
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。
第
三
報
告
は
、
チ
ェ
ル
ニ
ャ
フ
ス
キ
ー
館
長
に
よ
り
、
歴
史
文
書
館
が
所
蔵
す
る
史
料
群
か
ら
幕
末
期
の
ロ
シ
ア
箱
館
領
事
館
関
係
史
料
に
つ

い
て
報
告
し
て
い
た
だ
い
た
。
参
加
者
は
約
六
〇
名
。

　

こ
の
研
究
集
会
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
ク
リ
モ
フ
上
級
研
究
員
か
ら
多
大
な
る
ご
尽
力
を
た
ま
わ
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
謝
辞
に
か
え
た
い
。

�

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
／
保
谷　

徹
）

日
露
関
係
史
料
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会
（
二
〇
一
七
）
報
告
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た
が
、
そ
の
後
僧
籍
に
入
り
、
江
戸
（
今
日
の
東
京
）
の
池
上
本
門
寺
の
雑
用
掛
の

職
務
に
従
事
し
て
い
た
。池
上
本
門
寺
は
日
蓮
宗
派
に
属
す
る
。だ
が
耕
斎
は
、日
々

の
変
哲
の
な
い
生
活
に
我
慢
が
出
来
ず
、
諸
国
放
浪
の
旅
に
出
た
。

　
『
大
日
本
人
名
辞
書
』
で
は
、
橘
耕
斎
に
つ
い
て
、「
畸
人
」（
変
人
の
意
味
）、「
怪

僧
」（
怪
し
い
僧
侶
）、「
悪
漢
」（
ご
ろ
つ
き
、
悪
人
の
意
味
）
と
の
芳
し
く
な
い
記

述
が
あ
る
。
一
八
五
五
年
（
安
政
二
年
）、
橘
耕
斎
は
伊
豆
半
島
戸
田
村
で
、
同
地
に
、

伯
爵
エ
ヴ
フ
ィ
ミ
ィ
・
ヴ
ァ
シ
リ
エ
ヴ
ィ
チ
・
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
（
一
八
〇
四
―
一
八

八
三
）
を
団
長
と
す
る
ロ
シ
ア
使
節
団
が
滞
在
し
て
い
た
際
、
第
一
次
日
露
条
約
締

結
で
通
訳
を
務
め
た
イ
ォ
シ
ッ
プ
（
オ
シ
ッ
プ
）・
ア
ト
ン
ノ
ヴ
ィ
チ
・
ゴ
シ
ケ
ー

ヴ
ィ
チ
（
一
八
一
四
―
一
八
七
五
）
と
知
り
合
い
に
な
る
。
ガ
リ
ー
ナ
・
ド
ミ
ー
ト

リ
エ
ヴ
ナ
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ァ
（
一
九
二
七
―
一
九
九
九
）
は
ア
ン
ド
レ
イ
・
ア
ン
ド
レ

イ
ヴ
ィ
チ
・
バ
ビ
ン
ツ
ェ
フ
（
一
九
二
〇
―
一
九
八
三
）
に
従
い
、
橘
耕
斎
は
キ
リ

ス
ト
教
会
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
死
罪
の
恐
れ
が
出
て
、
下
田
湾
に
碇
泊
中
の

ロ
シ
ア
船
に
泳
ぎ
着
き
、
ロ
シ
ア
艦
の
乗
員
に
庇
護
さ
れ
た
と
報
告
し
て
い
る
。
だ

が
、
実
際
に
は
、
彼
と
ロ
シ
ア
人
た
ち
の
出
会
い
は
、
違
う
も
の
で
あ
っ
た
。
詳
細

に
関
し
て
は
、
中
村
喜
和
教
授
が
充
実
し
た
内
容
の
論
文
で
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
橘
耕
斎
が
死
の
危
険
が
迫
っ
て
い
た
日
本
を
ロ
シ
ア
使
節
団
の
一
部

と
共
に
後
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
は
、
と
り
わ
け
Ⅰ
・
Ａ
・
ゴ
シ
ケ
ー
ヴ
ィ
チ

の
支
援
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

一
八
五
六
年
、
耕
斎
は
、
ゴ
シ
ケ
ー
ヴ
ィ
チ
も
勤
務
す
る
ロ
シ
ア
外
務
省
ア
ジ
ア

局
の
日
本
語
通
訳
に
登
録
さ
れ
た
。
一
八
五
七
年
、
Ⅰ
・
Ａ
・
ゴ
シ
ケ
ー
ヴ
ィ
チ
は
、

「
日
本
人
橘
耕
斎
の
協
力
を
得
て
、
日
露
辞
典
を
刊
行
し
」、
学
界
の
好
評
と
デ
ミ

ド
フ
賞
【
多
額
の
寄
付
を
し
た
シ
ベ
リ
ア
の
豪
商
デ
ミ
ド
フ
に
ち
な
ん
で
設
置
さ
れ

た
賞
】
を
得
た
。

　

一
八
五
八
月
一
月
二
一
日
ヴ
ァ
シ
ー
リ
エ
フ
ス
キ
ー
島
ヴ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス

カ
ヤ
教
会
【
日
本
語
で
は
生
神
女
福
音
教
会
と
も
。
他
派
キ
リ
ス
ト
教
で
は
聖
母
受

胎
告
知
教
会
の
こ
と
】、「
マ
ー
ラ
ヤ
・
ペ
ル
シ
ュ
ペ
ク
チ
ー
ヴ
ナ
ヤ
通
り
先
七
―
八

号
線
間
」
で
、
三
八
歳
の
橘
耕
斎
は
受
洗
し
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
と
い
う
名
と
ヤ
マ
ト

フ
と
の
姓
を
賜
っ
た
。

　

ヤ
マ
ト
フ
の
姓
は
、
日
本
の
古
代
の
名
称
の
ひ
と
つ
で
あ
る
大
和
と
い
う
地
名
に

「
夫
」（
意
味
は
夫
、
男
）
と
い
う
ひ
と
つ
の
漢
字
を
加
え
て
作
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
て
ロ
シ
ア
語
で
はЯ

матов

と
い
う
ヤ
マ
ト
フ
の
姓
が
出
来
た
わ
け
で
あ

る
が
、
お
そ
ら
く
、
大
部
分
の
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
、「
大
和
か
ら
来
た
男
」、
す

な
わ
ち
「
日
本
か
ら
来
た
男
」
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
、「
日
本
出
身
の
男
」
で
、

あ
る
い
は
単
に
「
日
本
人
」
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
読
み
取
る
」
こ
と
は
お

そ
ら
く
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
、
橘
耕
斎
は
ロ
シ
ア
正
教
徒
に
な
っ
た
。
一
八
五

八
年
一
月
二
三
日
の
新
聞
「
北
方
の
蜜
蜂
」
紙
は
次
の
よ
う
に
報
じ
た
。

　
「
一
月
二
一
日
、
ヴ
ァ
シ
ー
リ
エ
フ
ス
キ
ー
島
の
ヴ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
カ
ヤ

教
会
で
、
日
本
語
辞
書
刊
行
に
お
い
て
［
ゴ
シ
ケ
ー
ヴ
ィ
チ
］
氏
の
有
名
な
協
力
者

で
あ
っ
た
日
本
人
橘
耕
斎
が
聖
な
る
洗
礼
を
受
け
た
。
新
た
な
受
洗
者
は
ヴ
ラ
ジ
ー

ミ
ル
・
ス
タ
ニ
ス
ラ
ヴ
ィ
チ
と
い
う
名
前
を
与
え
ら
れ
、「
日
本
の
」【
ヤ
マ
ト
フ（
ヤ

マ
ト
の
）
と
い
う
】
と
い
う
姓
が
創
ら
れ
た
。
こ
の
生
粋
の
日
本
人
は
、
現
在
全
ロ

シ
ア
で
お
そ
ら
く
唯
一
の
日
本
出
身
者
で
あ
ろ
う
。
祖
国
で
彼
は
僧
で
あ
っ
た
が
、

日
本
語
教
師
と
し
て
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
伯
爵
の
使
節
団
に
う
る
さ
く
付
き
ま
と
う
よ
う

に
な
り
、
ロ
シ
ア
に
行
く
こ
と
に
同
意
し
、
さ
ら
に
は
、
ロ
シ
ア
人
と
共
に
イ
ギ
リ

ス
人
の
捕
虜
と
な
っ
た
。
そ
の
後
一
行
は
世
界
を
巡
り
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ

に
帰
着
し
た
。
そ
の
日
本
人
は
我
が
国
の
国
籍
を
得
て
、
ロ
シ
ア
語
で
話
す
力
を
相

当
身
に
付
け
た
。
彼
は
自
分
の
国
の
言
葉
を
良
く
知
り
、
中
国
語
【
漢
字
】
を
見
事

に
書
き
、
祖
国
の
文
学
に
通
じ
、
総
じ
て
知
的
好
奇
心
を
備
え
た
人
物
で
あ
る
。
我

が
国
と
日
本
と
の
【
外
交
】
関
係
が
生
じ
つ
つ
あ
る
今
、
大
学
に
日
本
語
科
を
設
置

す
る
こ
と
は
極
め
て
有
益
な
こ
と
で
あ
ろ
う
」

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）
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と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
一
七
五
三
年
、
同
教
会
の
教
区
信
徒
の
中
に
、
ロ
シ
ア
の
大

学
者
で
あ
る
ミ
ハ
イ
ル
・
ヴ
ァ
シ
ー
リ
ェ
ヴ
ィ
チ
・
ロ
モ
ノ
ー
ソ
フ
が
い
た
。
一
七

三
八
年
に
開
基
さ
れ
た
教
会
付
属
墓
地
に
は
、一
八
世
紀
半
ば
、旅
行
家
で
カ
ム
チ
ャ

ツ
カ
探
検
家
ス
チ
ェ
パ
ン
・
ペ
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
・
ク
ラ
シ
ェ
ニ
ン
ニ
コ
フ
（
一
七
一
一

―
一
七
五
五
）、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
ア
ン
ド
レ
イ
・
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
ナ

ル
ト
フ
（
一
六
八
〇
―
一
七
五
六
）
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。

　

現
在
、
墓
地
の
あ
っ
た
場
所
は
小
さ
な
公
園
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
の
日
本
使
節

団
が
来
露
し
た
年
で
あ
る
一
八
六
二
年
の
九
月
一
五
日
、
ヴ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス

カ
ヤ
教
会
付
属
に
「
教
区
貧
者
援
護
協
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
ヤ
マ
ト
フ
は
ロ
シ
ア

女
性
と
結
婚
し
、
ロ
シ
ア
で
二
人
の
子
供
を
も
う
け
た
。
一
八
七
〇
―
一
八
七
四
年

橘
耕
斎
は
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
大
学
で
日
本
語
を
教
え
た
。
一
八
七
三
年
訪

露
中
の
使
節
団
長
で
あ
る
岩
倉
具
視
（
一
八
二
五
―
一
八
八
三
）
の
勧
め
で
、
一
八

七
四
年
橘
耕
斎
は
日
本
に
帰
国
し
た
。
橘
耕
斎
は
姓
と
以
前
の
音
は
残
し
な
が
ら
も

名
前
の
最
初
の
一
漢
字
を
改
め
、
増
田
甲
斎
と
改
名
し
た
。
当
時
、
徳
川
将
軍
家
の

墓
所
が
い
く
つ
も
あ
る
名
高
い
寺
で
あ
る
芝
増
上
寺
（
今
日
の
東
京
都
港
区
）
で
隠

者
の
庵
を
結
ん
で
い
た
。
増
田
自
身
は
格
式
の
高
い
東
京
・
白
金
に
あ
る
源
昌
寺
に

葬
ら
れ
た
。

　
「
報
告
書
」
は
ロ
シ
ア
の
優
れ
た
外
交
官
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
の

専
門
家
で
あ
る
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ロ
マ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男
爵
に
提
出

が
予
定
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
が
「
注
文
主
」
で
あ
っ
た
公
算

が
大
き
い
。
ロ
シ
ア
国
立
古
文
書
館
（РГА

Д
А

）
に
あ
る
男
爵
の
フ
ォ
ン
ド
か
ら

判
断
す
る
に
、
男
爵
は
東
ア
ジ
ア
の
様
々
な
諸
国
で
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
状
況
と

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
状
態
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る

こ
の
問
題
の
研
究
は
、
職
務
と
個
人
的
興
味
の
両
方
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
、「
注
文
主
」
自
身
の
こ
と
を
述
べ
る
の
は
、
余
計
な
こ
と

で
は
あ
る
ま
い
。
男
爵
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ロ
マ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
（
一

八
三
二
―
一
九
一
六
、
レ
イ
ノ
ル
ド
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
オ
ス

テ
ン
・
ザ
ー
ケ
ンReinhold�Friedrich�von�der�O

sten-Saken

）
は
ロ
マ
ン
・

フ
ョ
ー
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男
爵
（
一
七
九
一
―
一
八
六
四
）
の
子

息
で
あ
る
。
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ロ
マ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男
爵
の
外
務
省

で
の
仕
事
は
、
様
々
な
点
で
、
リ
ヴ
ラ
ン
ド
【
バ
ル
ト
海
沿
岸
】
か
ら
サ
ン
ク
ト
・

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
来
た
父
ロ
マ
ン
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男

爵
の
事
績
を
追
っ
て
い
た
。

　

父
ロ
マ
ン
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男
爵
は
外
務
省
の
記
録

掛
か
ら
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
始
め
た
が
、
七
年
後
の
一
八
二
〇
年
ロ
ン
ド
ン
大
使
館
の

書
記
官
に
任
命
さ
れ
、
後
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
殊
任
務
を
遂
行
し
た
。
一
八
三
五

年
、省
の
上
級
顧
問
官
に
任
命
さ
れ
、伯
爵
カ
ル
ル
・
ヴ
ァ
リ
ー
リ
エ
ヴ
ィ
チ
・
ネ
ッ

セ
リ
ロ
ー
デ
（K

arl�Robert�von�N
esselrode

カ
ー
ル
・
ロ
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・

ネ
ッ
セ
リ
ロ
ー
デ
、
一
七
八
〇
―
一
八
六
二
）
の
顧
問
官
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
。
一

八
五
六
年
父
ロ
マ
ン
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男
爵
は
、
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ル
・
ネ
フ
ス
キ
ー
勲
章
を
受
章
し
、
一
八
六
三
年
二
等
文
官
の
地
位
を

賜
っ
た
。
同
様
に
、
外
務
省
参
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
任
命
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
画

家
ド
ー
【George�D

aw
e

（
一
七
八
一
―
一
八
二
九
）】
の
描
い
た
彼
の
肖
像
画
は

冬
宮
の
一
八
一
二
年
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
あ
る
。

　

父
ロ
マ
ン
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
は
、
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン

家
と
い
う
大
き
な
栄
誉
あ
る
一
族
の
一
員
で
あ
る
が
、
同
一
族
は
、
ポ
メ
ラ
ニ
ア
、

リ
ヴ
ォ
ニ
ア
、ク
ル
リ
ャ
ン
ジ
ア
出
身
の
ロ
シ
ア
に
帰
化
し
た
ド
イ
ツ
人
で
、ピ
ョ
ー

ト
ル
大
帝
の
時
代
か
ら
、
皆
、
例
外
な
く
、
信
頼
と
正
義
で
も
っ
て
勤
務
し
た
。

　

フ
ョ
ー
ド
ル
・
ロ
マ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
は
父
の
例
に
な
ら
っ
た
。

彼
は
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
有
名
な
学
校
で
あ
る
ペ
ト
リ
シ
ュ
ー
レ
（
ド
イ

ツ
語
で
はSt.�Petri-Schule

で
一
八
四
六
年
か
ら
一
八
四
九
年
ま
で
在
籍
し
た
）
を

卒
業
し
、
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
帝
国
大
学
法
学
部
で
高
等
教
育
を
受
け
、
外

（
９
）

（
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）

（
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）
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務
省
ア
ジ
ア
局
に
奉
職
し
た
。
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男
爵
は
中
国
、
セ
イ
ロ
ン
島
を

訪
れ
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
報
告
を
ロ
シ
ア
帝
国
地
理
学
協
会
で
行
っ
た
。

　

一
八
六
七
年
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ロ
マ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
は
天
山
山
脈

南
部
ま
で
の
中
央
ア
ジ
ア
行
き
を
敢
行
し
、
ナ
ル
ィ
ン
地
方
、
チ
ャ
テ
ィ
ル
・
ク
リ

湖
【
ナ
ル
ィ
ン
地
方
、
チ
ャ
テ
ィ
ル
・
ク
リ
湖
も
現
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
内
、
当
時
は

清
国
領
。
前
者
は
天
山
山
脈
の
北
側
、
後
者
は
そ
の
南
方
】、
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど

カ
シ
ュ
ガ
ル
ま
で
、
到
達
し
た
。

　

一
八
七
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
中
央
ア
ジ
ア
の
イ
シ
ク
・
ク
リ
湖
に
関
す
る
研
究
へ

の
広
汎
な
註
は
彼
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
一
八
七
二
年
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男

爵
は
ロ
シ
ア
の
民
族
誌
学
地
図
の
刊
行
に
手
腕
を
発
揮
し
た
。

　

一
方
、
一
八
九
〇
年
、
気
象
学
の
諸
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
ロ
シ
ア
地
理
学
協
会

付
属
出
版
の
創
設
を
請
願
し
た
。
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ロ
マ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ

ケ
ン
は
、
一
度
な
ら
ず
、
ロ
シ
ア
地
理
学
協
会
の
事
務
長
、
支
部
長
、
代
表
代
行
の

責
務
を
引
き
受
け
た
が
、
実
際
の
学
問
的
、
お
よ
び
、
政
治
的
活
動
か
ら
離
れ
た
後

は
、
地
理
学
協
会
の
名
誉
会
員
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
、「
ロ
シ
ア
帝
国
地
理
学

協
会
報
」
の
名
で
学
問
界
で
広
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
総
合
地
理
学
、
民
族
誌
学
、

統
計
学
の
論
集
の
編
集
長
を
務
め
た
。
彼
の
編
集
の
下
に
第
一
巻
か
ら
第
七
巻
の
全

七
巻
が
世
に
出
た
。

　

外
務
省
ア
ジ
ア
局
で
の
外
交
官
勤
務
の
際
に
は
、
一
度
な
ら
ず
、
重
要
問
題
を
こ

な
し
た
。
な
か
ん
ず
く
、
一
八
六
二
年
初
め
て
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
を
訪
問

し
た
日
本
使
節
団
の
同
行
で
、
ベ
ル
リ
ン
に
差
遣
さ
れ
た
。
一
八
七
〇
―
一
八
九
七

年
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ロ
マ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
は
外
務
省
国
務
関
係
課
長

で
あ
っ
た
。
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
は
多
く
の
重
要
な
学
術
作
品
の
出
版
に
有
能
な
力

を
発
揮
し
た
。オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
の
助
力
の
下
、一
八
八
〇
年
、ア
ド
リ
フ
・
エ
リ
ッ

ク
・
ノ
ル
デ
ン
シ
ェ
リ
ド
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
は�N

ils�A
dolf�Erik�N

orden-
skiold,

一
八
三
二
―
一
九
〇
一
）
の
北
極
探
検
の
論
文
著
作
が
出
版
さ
れ
、
ま
た
、

一
八
八
一
年
と
一
八
八
三
年
に
は
、『
ロ
シ
ア
北
部
に
関
す
る
問
題
考
察
の
た
め
の

資
料
』【“М

атериалы
 

для 
разработки 

вопросов, 
касаю

щ
ихся 

С
евера 

России”

】
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

フ
ョ
ー
ド
ル
・
ロ
マ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
は
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ

ル
グ
で
他
界
し
、
ス
モ
レ
ン
ス
キ
ー
・
ル
ー
テ
ル
派
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
。
以
上
の

短
い
略
歴
記
述
だ
け
で
も
彼
の
人
物
の
大
き
さ
が
容
易
に
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

今
度
は
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男
爵
に
提
出
さ
れ
た
「
報
告
書
」
本
文
の
分
析
を
試

み
よ
う
。

　
「
報
告
書
」
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
は
「
転
び
、
バ
テ
レ
ン
、
イ
ル
マ
ン
」

の
三
つ
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
人
編
集
者
は
上
記
の
専

門
語
間
の
違
い
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
橘
耕
斎
自
身
が
、
そ
の
例
外
で
は
な
く
、「
報
告
書
」
に

こ
の
点
に
関
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
以
上
、
明
ら
か
に
、
そ
の
間
に
大
き
な
違

い
を
見
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

日
本
語
文
献
で
、
バ
テ
レ
ン
と
片
仮
名
書
き
さ
れ
て
も
、
漢
字
で
「
伴
天
連
」
と

書
か
れ
て
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
でpadre

パ
ー
ド
レ
と
書
か
れ
て
い
よ
う
が
、
ま
ず

第
一
義
的
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
の
こ
と
で
あ
る
。
後
に
は

ス
ペ
イ
ン
人
や
イ
タ
リ
ア
人
の
宣
教
師
、
そ
し
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
の
こ
と

も
指
す
よ
う
に
は
な
る
。
後
に
な
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
も
こ
の

名
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
。「
転
び
」
と
は
転
び
バ
テ
レ
ン
の
略
語
で
、
キ
リ
ス
ト
教

を
棄
教
し
、
幕
府
権
力
に
対
す
る
協
力
者
た
る
道
を
選
ん
だ
神
父
、
聖
職
者
、
修
道

士
、す
な
わ
ち
、背
教
宣
教
師
、「
堕
ち
た
宣
教
師
」を
意
味
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
棄
教
し
た
信
者
も
「
転
び
者
」
と
呼
ば
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

を
棄
教
し
た
聖
職
者
、
修
道
士
、
信
者
は
、
仏
【
複
数
】
と
神
道
の
神
々
の
前
で
、

書
面
で
自
己
の
棄
教
を
証
言
す
る
。
こ
の
文
書
は
「
転
び
証
文
」（
キ
リ
ス
ト
教
を

棄
教
し
た
書
き
証
文
の
こ
と
）、
あ
る
い
は
「
改
心
誓
詞
」（
信
仰
放
棄
の
誓
詞
の
こ

（
12
）

（
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）
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）
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）
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）
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と
）
と
呼
ば
れ
る
。「
イ
ル
マ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
、
や
は
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の

irm
ao

か
ら
の
造
語
で
、
兄
弟
、
す
な
わ
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
士
、
修
道
兄
弟
者

を
意
味
す
る
。
日
本
人
は
、
漢
字
三
文
字
で
「
伊
留
満
」（
読
み
は
「
イ
ル
マ
ン
」）

と
表
記
す
る
。

　

こ
の
後
、
ヤ
マ
ト
フ
は
、
天
草
島
で
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
蜂
起
に
つ
い
て
知
ら
せ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
【
橘
耕
斎
の
「
報
告
書
」
で
は
】
地
名
はА

макса

【A
m
aksa

】

と
書
か
れ
、
子
音
ｋ
の
後
が
弱
母
音
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
地
名
は
、
天
草
で
あ

る
の
だ
か
ら
、А

макса

【A
m
aksa

】
で
は
な
く
、А

макуса

【A
m
akusa

】
と
表

記
し
た
方
が
よ
い
。

　

橘
耕
斎
は
天
草
島
、
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
の
は
、
森
宗
意
軒
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

　
「
天
草
島
の
医
師
・
森
宗
意
軒
は
民
衆
に
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
し
始
め
た
最
初
の

人
間
で
あ
る
。
中
に
は
、
こ
の
宗
教
の
せ
い
で
争
い
が
起
き
た
り
、
争
い
の
最
中
に

た
ま
た
ま
殺
人
事
件
で
も
起
き
れ
ば
、
こ
の
宗
教
の
せ
い
だ
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち

が
い
た
。
藩
の
役
人
た
ち
は
、
争
い
を
さ
ば
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
は
、

い
つ
も
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
し
た
者
た
ち
に
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
。
民
衆
の
間
へ
の

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
播
は
、
医
師
・
森
宗
意
軒
に
よ
り
起
こ
さ
れ
た
奇
跡
が
さ
ら
に
強

め
た
。
争
い
が
再
び
始
ま
り
、
代
々
の
大
名
た
ち
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
迫
害
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
は
広
ま
り
、
天
草
島
の
大
名
は
幕
府
に
助
け
を
求
め
な

く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
、
幕
府
と
自
分
た
ち
の
大
名
の

連
合
軍
が
、
自
分
た
ち
を
追
討
す
る
た
め
に
、
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、
山
に

退
去
し
、
立
て
こ
も
っ
た
」

　

蜂
起
し
た
者
た
ち
は
死
に
物
狂
い
で
抵
抗
し
た
。
だ
が
、
武
力
は
等
し
く
な
い
。

　
「
幕
府
軍
に
大
名
軍
が
加
わ
っ
た
。
包
囲
は
一
年
続
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち

は
屈
し
な
い
。
生
き
残
っ
た
者
た
ち
の
食
料
は
尽
き
た
。
そ
の
時
始
め
て
、
命
を
捨

て
る
こ
と
を
決
め
た
。
だ
が
、
包
囲
に
屈
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
山
か
ら
海
に
、
断

崖
で
身
を
投
げ
た
。
生
き
残
っ
た
者
た
ち
は
、
幕
府
軍
の
指
揮
官
で
あ
る
大
臣
に
、

彼
ら
を
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
た
の
は
医
師
・
森
宗
意
軒
で
あ
り
、
自
ら
命
を
犠

牲
に
し
た
［
血
ま
み
れ
で
死
ぬ
］
者
の
み
救
わ
れ
聖
者
に
な
る
、
と
森
宗
意
軒
が
教

え
た
の
だ
、
そ
れ
ゆ
え
、
包
囲
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
、
様
々
な
手
段
で
自

ら
の
死
を
選
び
、
屈
し
な
い
の
だ
と
、
宣
言
し
た
。」

　

蜂
起
者
た
ち
は
当
局
へ
の
自
分
た
ち
の
抵
抗
を
森
宗
意
軒
に
対
す
る
恐
れ
で
も
っ

て
説
明
し
た
。

　

包
囲
で
生
き
残
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

　
「
わ
れ
ら
は
医
師
・
森
宗
意
軒
の
教
え
（
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
）
を
受
け
入
れ

た
が
、
そ
れ
は
、
た
だ
、
殺
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
宗
意
軒
は

キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
な
い
者
が
一
人
で
も
い
る
と
そ
の
家
族
全
員
を
焼
き
殺
し

た
。
こ
れ
を
聞
く
と
、
幕
府
軍
の
指
揮
官
で
あ
る
大
臣
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
に

も
森
宗
意
軒
の
教
え
を
強
制
さ
れ
た
か
ら
受
け
入
れ
た
者
た
ち
が
い
る
と
考
え
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
者
を
処
罰
す
る
の
は
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
し
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
た
ち
が
崇
拝
す
る
絵
を
踏
む
こ
と
で
調
べ
る
特
別
な
方
法
を
考
案
し
た
。
絵

踏
み
を
し
た
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
解
放
さ
れ
た
」

　

こ
こ
で
言
及
の
あ
る
特
別
検
査
と
は
、
聖
像
、
す
な
わ
ち
、
通
常
、
キ
リ
ス
ト
を

抱
い
た
聖
母
マ
リ
ア
像
を
踏
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
検
査
の
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
の
歴
史
で
は
、
こ
の
儀
式
は
踏
み
絵
【
絵
踏
み
】
と
呼
ば
れ
る
（
文
字
通
り
、

足
で
絵
を
踏
む
こ
と
。す
な
わ
ち
、キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
り
聖
な
る
像
を
踏
む
こ
と
）。

　

ヤ
マ
ト
フ
が
語
っ
て
い
る
モ
リ
・
ソ
ウ
キ
エ
ン
【
ソ
ウ
イ
ケ
ン
】
と
は
森
宗
意
軒

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
父
は
西
村
孫
兵
衛
（
彼
は
森
長
意
軒
）
で
あ
る
。
森
は
一

六
〇
〇
年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
に
敗
北
し
た
後
処
刑
さ
れ
た
吉
利
支
丹
大
名
で
あ
る
小

西
行
長
（
一
五
五
八
―
一
六
〇
〇
）
に
仕
え
た
。
蜂
起
の
先
導
者
の
中
で
最
も
有
名

な
人
物
は
天
草
四
郎
（
一
六
二
一
―
一
六
三
八
）
で
あ
る
。
本
名
は
益
田
時
貞
。
キ

（
17
）
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）
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）
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リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
。
乱
の
指
導
者
と
さ
れ
て
い
る
。

　

九
十
日
間
の
包
囲
の
末
、
原
城
は
強
襲
さ
れ
、
防
御
し
て
い
た
者
た
ち
は
す
べ
て
、

殺
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
年
若
き
益
田
時
貞
自
身
も
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な

ぜ
、
本
文
の
ロ
シ
ア
人
編
者
た
ち
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
軍
の
司
令
官
が
医
師
・
森
宗

意
軒
だ
と
し
た
の
か
、
天
草
、
島
原
で
起
き
た
蜂
起
の
全
指
導
者
の
中
で
、
な
ぜ
森

宗
意
軒
だ
け
に
言
及
し
た
の
か
は
判
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
草
稿
の
中
で
ヤ
マ
ト
フ
は
以
下
の
よ
う
に
伝
え
る
。

　
「
一
六
四
〇
年
、
キ
リ
ス
ト
教
を
邪
悪
な
力
に
よ
り
導
か
れ
た
邪
教
と
し
て
改
宗

を
禁
じ
る
法
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
反
し
入
信
し
た
者
た
ち
は
、
以
後
、
皆
罰
せ
ら

れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
外
国
船
は
、
外
国
人
（
オ
ラ
ン
ダ
人
）
が
割
り
当
て
ら
れ

たД
езима

【D
ezim

a

】
と
名
付
け
ら
れ
た
［
今
日
の
表
記
で
はД

эдзима

【D
edzi-

m
a

】、
ク
リ
モ
フ
注
］
小
さ
な
地
所
（
小
島
）
が
あ
る
長
崎
以
外
の
い
か
な
る
港
に

も
入
港
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
。
幕
府
は
オ
ラ
ン
ダ
人
が
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
す

る
こ
と
を
恐
れ
る
と
と
も
に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
地
元
民
と
親
し
く
な
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
見
張
り
に
伴
わ
れ
ず
、
自
由
に
町
を
歩
き
回
る
こ
と
を
禁
じ
た
。」

　

お
そ
ら
く
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ヤ
マ
ト
フ
は
一
六
三
九
年
の
日
本
の
諸
港
に
ポ
ル

ト
ガ
ル
船
の
来
航
を
禁
止
し
た
法
令
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
三
ヶ
条
か
ら
な
る

法
は
「
寛
永
十
六
年
の
鎖
国
令
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
処
置
は
多
く
の
点

に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
団
が
非
合
法
に
来
日
す
る
と
い
う
恐
れ
か
ら
と
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ヤ
マ
ト
フ
は
、
自
分
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
と

の
証
拠
物
を
提
出
す
る
羽
目
に
な
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
に
関
し
興
味
深
い
事
実
を

伝
え
て
い
る
。

　
「
天
草
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
試
し
て
判
っ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

た
ち
は
自
分
た
ち
が
崇
拝
す
る
絵
を
決
し
て
踏
ま
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

判
明
す
る
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
者
と
信
仰
し
て
い
な
い
者
と
を
本
当
に
区
別

す
る
た
め
の
手
段
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
た
こ
の
島
の
住
民
た
ち
に
対
し
て
最

初
に
示
さ
れ
た
。そ
の
よ
う
な
手
段
が
正
義
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
に
か
く
と
し
て
、

日
本
政
府
は
、
長
崎
に
来
航
す
る
す
べ
て
の
艦
船
の
オ
ラ
ン
ダ
人
に
絵
踏
み
を
す
る

よ
う
に
要
求
し
た
。
新
し
い
条
約
に
よ
り
、
こ
の
件
が
廃
止
さ
れ
る
一
八
五
九
年
ま

で
続
い
た
こ
の
要
求
を
オ
ラ
ン
ダ
人
が
い
か
に
嬉
々
と
し
て
受
け
入
れ
た
か
は
、
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ヤ
マ
ト
フ
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
が
足
で
踏
む
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
絵
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
り
な
ん
ら
か

の
聖
な
る
像
で
は
な
く
、
も
っ
と
、
別
の
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
条
に
反
し
な
い
も

の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
日
本
政
府
の
そ
の
よ
う
な
要
求
を
喜
ん
で
受

け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
像
は
馬
の
頭
を
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。」

　

オ
ラ
ン
ダ
人
は
聖
像
で
は
な
く
馬
の
頭
の
像
を
踏
ん
だ
の
だ
と
の
情
報
が
ど
れ
だ

け
信
憑
性
の
あ
る
も
の
か
は
、
判
断
で
き
な
い
。
こ
の
情
報
は
他
の
史
料
か
ら
再
検

証
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、「
報
告
書
」
で
橘
耕
斎
は
一
六
五
一
年
の
江
戸
で
の
叛
乱
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
一
六
五
一
年
（
露
暦
に
換
算
し
た
も
の
）、
天
草
島
の
宗
教
蜂
起
と
は
無
関
係
に
、

江
戸
で
、
由
比
正
雪
が
起
こ
し
た
乱
が
あ
っ
た
。
由
比
正
雪
は
当
時
、
軍
学
を
知
り
、

剣
術
指
南
の
教
育
者
と
し
て
見
做
さ
れ
、
多
く
の
弟
子
た
ち
が
い
た
。
自
己
の
名
声

と
民
衆
の
尊
敬
に
驕
慢
に
な
り
、
由
比
正
雪
は
政
権
の
転
覆
を
図
り
、
幾
人
か
の
大

名
を
説
得
す
る
た
め
、軍
を
集
め
、将
軍
に
ま
で
登
る
こ
と
を
望
ん
だ
。将
軍
を
討
っ

た
後
、
大
名
の
一
人
を
最
高
位
に
付
け
、
自
身
は
第
一
の
高
官
に
な
り
、
そ
の
後
は
、

自
分
が
担
ぎ
上
げ
た
大
名
も
討
ち
、
自
身
で
将
軍
に
な
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
大
名

の
大
部
分
は
将
軍
の
お
膝
元
、
首
都
に
お
り
、
由
比
正
雪
は
自
分
の
計
画
を
伝
え
る

相
手
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
紀
州
公
の
名
前
で
、
軍
隊
を
集
め
る
と
い
う
偽
の
命
令

を
各
所
に
送
っ
た
。
江
戸
に
行
く
予
定
で
あ
っ
た
軍
の
一
部
に
関
し
て
は
、
由
比
正

雪
は
弟
子
の
丸
橋
忠
弥
に
指
揮
を
任
せ
、
正
雪
自
身
は
、
駿
河
の
府
中
に
向
か
っ
た
。
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こ
の
命
令
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
丸
橋
忠
弥
は
由
比
正
雪
に
何
度
も
資
金
を
送
る
よ

う
に
求
め
た
。
だ
が
、
受
け
取
っ
た
の
は
、
た
だ
、
丸
橋
忠
弥
を
安
堵
さ
せ
る
た
め

の
諾
と
の
返
事
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
丸
橋
忠
弥
は
、
資
金
供
給
に
関
し
あ

る
商
人
に
頼
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
丸
橋
忠
弥
の
求
め
を
実
行
す
る
と
約

束
し
た
商
人
は
、
そ
の
一
方
で
、
丸
橋
の
企
て
を
幕
府
に
通
報
し
た
」

　

ヤ
マ
ト
フ
が
報
告
書
の
中
で
伝
え
た
情
報
の
再
検
討
の
際
、
大
き
な
困
難
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
日
本
の
固
有
名
詞
の
転
写
表
記
、
特
に
、
漢
字
が
書
か
れ
て
い
な
い
場
合

で
あ
る
。
例
え
ば
、
報
告
書
中
の
表
記
で
あ
る
「Ю

иш
оосец

【Juishoosets

】」
は
、

通
常
の
専
門
的
日
本
学
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
転
写
法
で
は
「Ю

и 
С

ё:сэцу

【Jui�Sjo:setsu

】」
と
発
音
す
る
は
ず
で
あ
る
で
あ
る
か
ら
、
由
比
正
雪
（
一
六
〇

五
？
―
一
六
五
一
）
で
あ
る
。
由
比
は
姓
、
漢
字
二
字
で
由
井
と
も
書
く
が
、
こ
の

場
合
で
も
発
音
は
同
じ
で
あ
る
。
正
雪
は
雅
号
（
号
）
で
、
本
名
は
正
真
、
正
之
と

い
う
名
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
後
者
の
名
の
発
音
は
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て

前
者
「
シ
ョ
ー
シ
ン
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
つ
ま
り
、
最
初
の
漢
字
は
同
一
だ

が
、
た
だ
前
者
の
場
合
は
中
国
語
か
ら
の
借
用
で
あ
る
音
読
み
で
あ
る
。
類
似
の
説

明
は
ロ
シ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
で
教
育
さ
れ
た
者
に
は
必
須
で
あ
る
。
彼
は
牢

人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
君
の
い
な
い
武
士
、
領
主
な
い
侍
で
あ
る
。
由
比
正
雪
は

軍
学
に
通
じ
て
い
た
。

　

丸
橋
忠
弥
、
姓
は
丸
橋
、
名
は
忠
弥
、
報
告
書
で
は
「М

арубаси Чуя

【M
arubasi�

Chuya

】」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
エ
ヴ
ゲ
エ
ニ
ィ
・
ド
ミ
ー
ト
リ
エ
ヴ
ィ
チ
・
ポ

リ
ヴ
ァ
ノ
フ
（
一
八
九
一
―
一
九
三
八
）
の
転
写
方
式
に
則
っ
て
「М

арубаси 

Тю
:я

【M
arubasi�T

ju:ya

】」
と
書
く
べ
き
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
フ
は
報
告
書
で
は
ど

こ
に
も
漢
字
を
書
い
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
人
物
特
定
の
問
題
が
錯
綜
し
て
い
る
。

マ
ル
バ
シ
・
チ
ュ
ー
ヤ
、
漢
字
で
は
丸
橋
忠
弥
（
？
―
一
六
五
一
）
は
、
牢
人
で
あ

る
。
そ
し
て
、
慶
安
年
間
に
起
こ
っ
た
騒
乱
、
す
な
わ
ち
、
慶
安
事
件
の
積
極
的
な

参
加
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
丸
橋
忠
弥
は
御
茶
ノ
水
で
宝
蔵
院
流
鎗
術
の
道
場
を
開

い
た
。

　

宝
蔵
院
流
と
は
、
奈
良
の
興
福
寺
の
僧
院
で
あ
る
宝
蔵
院
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
。

そ
の
興
福
寺
の
僧
、
宝
蔵
院
覚
禅
房
法
印
胤
栄
（
一
五
二
一
―
一
六
〇
七
）
が
創
始

し
た
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
宝
蔵
院
流
と
称
さ
れ
る
。

　

こ
の
乱
は
日
本
史
で
は
慶
安
事
件
、
慶
安
の
変
、
由
比
正
雪
の
乱
の
名
で
知
ら
れ

て
い
る
。

　

陰
謀
者
た
ち
の
立
て
た
計
画
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

（
一
）
企
て
の
指
揮
官
で
あ
る
由
比
正
雪
は
、
駿
河
国
［
今
日
の
静
岡
県
の
一
部
］

久
能
山
に
あ
る
徳
川
家
の
金
庫
倉
を
襲
撃
し
、
そ
れ
を
確
保
し
た
ら
、
そ
の
直
後
に
、

駿
府
城
を
奪
取
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
二
）
由
比
正
雪
の
指
揮
下
に
置
か
れ
た
丸
橋
忠
弥
は
、
江
戸
中
い
た
る
と
こ
ろ

で
火
事
を
起
こ
し
、
水
道
シ
ス
テ
ム
の
水
に
毒
を
入
れ
、
そ
の
後
、
そ
の
パ
ニ
ッ
ク

と
混
乱
を
利
用
し
、
あ
た
か
も
紀
州
徳
川
家
の
名
で
行
動
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
宣

言
し
た
後
、江
戸
城
支
配
地
に
進
入
し
、江
戸
城
を
奪
取
し
な
く
て
は
な
ら
な
い［
紀

州
と
は
紀
伊
国
の
名
称
の
ひ
と
つ
、
別
称
紀
州
。
徳
川
御
三
家
の
ひ
と
つ
と
し
て
知

ら
れ
、
紀
伊
と
伊
勢
国
の
一
部
を
領
す
る
。
五
五
万
五
千
石
］。

　

（
三
）
京
都
と
大
坂
の
謀
反
者
た
ち
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
火
を
放
ち
、
無
秩
序
状

態
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

由
比
正
雪
は
和
暦
七
月
二
二
日
江
戸
を
発
ち
、
駿
府
に
向
か
っ
た
。
二
五
日
駿
河

の
城
下
に
着
き
、
宿
屋
・
梅
屋
に
投
宿
し
た
。
陰
謀
が
露
見
し
た
の
は
す
で
に
二
三

日
、
由
比
正
雪
が
江
戸
を
発
っ
た
次
の
日
で
あ
っ
た
。
駿
府
町
奉
行
が
陰
謀
の
指
導

者
の
逗
留
先
情
報
を
得
る
や
、
宿
屋
を
幕
府
に
忠
誠
な
軍
勢
が
取
り
囲
ん
だ
。
由
比

正
雪
と
彼
と
共
に
行
動
し
た
七
人
は
自
刃
す
る
こ
と
で
生
涯
を
閉
じ
た
。

　

由
比
正
雪
は
遺
言
を
残
し
た
が
、
そ
こ
に
は
乱
を
起
こ
そ
う
と
し
た
理
由
が
述
べ

ら
れ
て
い
た
。
由
比
正
雪
の
狙
い
は
、
天
下
の
騒
動
や
動
乱
で
は
な
く
、
牢
人
の
お

（
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）
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か
れ
た
極
度
に
過
酷
な
惨
状
に
最
高
権
力
で
あ
る
幕
府
が
目
を
向
け
て
欲
し
か
っ
た

の
で
あ
る
。
一
七
世
紀
初
頭
の
政
争
と
徳
川
幕
府
に
従
わ
ず
、
反
抗
し
た
大
名
の
減

封
・
改
易
に
よ
る
大
名
領
の
減
少
の
結
果
、
浪
々
し
た
人
々
は
ひ
た
す
ら
貧
困
化
し

た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
、
仕
官
の
道
を
失
い
、
幕
府
の
支
配
に
不
満
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
武
士
が
激
増
し
た
。

　

当
時
、
突
然
主
君
を
失
い
、
そ
れ
と
同
時
に
生
活
の
手
段
を
失
っ
た
武
士
は
、
国

中
で
、
三
〇
万
人
か
ら
四
〇
万
人
に
も
上
っ
た
。
問
題
の
深
刻
さ
は
、
慶
安
の
変
に

二
千
人
も
の
牢
人
が
参
加
し
た
事
実
ひ
と
つ
で
も
判
る
だ
ろ
う
。
こ
の
由
比
正
雪
の

蜂
起
は
、
そ
の
遺
言
書
に
弁
明
さ
れ
て
い
る
通
り
、
天
下
の
正
当
な
政
治
、
す
な
わ

ち
「
天
下
の
正
道
」
へ
の
幕
府
の
転
換
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
で
は
、
現
在
の
品
川
区
の
南
部
に
あ
る
鈴
ヶ
森
（
品
川
鈴
ヶ
森
）
が
罪
人
の

刑
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
和
暦
八
月
一
〇
日
、
約
三
五
人
の
謀
反
者
が
苦
痛
に
満
ち

た
死
に
方
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
十
字
架
、
つ
ま
り
、
磔
柱
に
か
け
ら

れ
た
（
磔
、
磔
刑
）。

　

乱
の
後
、
由
比
正
雪
と
丸
橋
忠
弥
は
文
学
作
品
や
芝
居
の
主
人
公
に
な
っ
た
。

　

一
六
八
〇
年
、
都
市
で
は
、
由
比
正
雪
の
手
記
（『
油
井
根
元
記
』）
が
民
衆
の
間

に
流
行
っ
た
。
こ
れ
に
驚
い
た
幕
府
は
人
気
の
出
た
作
品
の
流
布
を
禁
ず
る
処
置
に

出
た
。
後
に
、
江
戸
時
代
半
ば
に
な
る
と
、『
慶
安
太
平
記
』
が
現
わ
れ
た
。
作
品

の
内
容
は
口
か
ら
口
へ
と
伝
え
ら
れ
、
歌
舞
伎
「
樟
紀
流
花
見
幕
張
」
の
名
で
人
気

を
博
し
た
。
作
者
は
河
竹
黙
阿
弥
（
一
八
一
六
―
一
八
九
三
）。【『
慶
安
太
平
記
』

は
「
樟
紀
流
花
見
幕
張
」
の
通
称
】
戯
曲
は
一
八
七
〇
年
に
書
か
れ
た
。
戯
曲
以
前

に
芝
居
「
け
い
せ
い
富
士
見
ル
血
文
」【
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
外
題
】
が
流
行
っ
た
（
一

七
五
二
年
成
立
）。
由
比
正
雪
に
つ
い
て
は
、
中
で
も
、
新
井
白
石
が
そ
の
著
書
『
平

家
物
語
評
判
』
に
記
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
橘
耕
斎
が
一
六
五
一
年
の
出
来
事
に
つ
い
て
知
っ
た
の
は
、
当
時
人

気
の
芸
術
作
品
か
ら
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
橘
耕
斎
は
、
由
比
正
雪
が
青
年

時
代
あ
た
か
も
森
宗
意
軒
の
と
こ
ろ
で
学
び
、「
た
く
さ
ん
の
奇
跡
を
起
こ
す
こ
と

が
で
き
た
」
と
の
根
拠
の
上
に
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
天
草
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
複
数
の
蜂
起
と
芸
術
的
に
ひ
と
ま
と
め
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
と
り
わ
け
、
橘
耕
斎
の
「
報
告
書
」
の
中
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
日
本
の
民
衆
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
由
比
正
雪
の
叛
乱
の
試
み
を
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
蜂
起
に
帰
し
て
お
り
、
日
本
人
の
考
え
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
み
が
可
能
な

様
々
な
種
類
の
奇
跡
を
起
こ
せ
る
技
能
を
由
比
正
雪
が
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

そ
の
根
拠
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

由
比
正
雪
は
そ
の
青
年
時
代
、
日
本
の
様
々
な
都
市
を
訪
れ
て
お
り
、
天
草
島
に

も
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
森
宗
意
軒
の
と
こ
ろ
で
学
び
（
天
草
島
で
の
キ
リ

ス
ト
教
の
初
め
て
の
伝
道
は
森
宗
意
軒
が
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
）、
多
種
多
様
な
魔

術
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
由
比
正
雪
は
、
誰
に
も
言
明
し
て
い
な
い
」

　

現
代
の
ロ
シ
ア
の
日
本
史
に
関
す
る
教
科
書
の
中
で
「
慶
安
年
間
の
騒
乱
」
に
割

か
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
一
節
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
で
は
、
文
字
通
り
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　
「
徳
川
家
光
は
突
然
死
去
し
、日
本
国
内
に
紛
乱
が
起
き
た
。牢
人（
主
君
を
失
い
、

そ
の
結
果
、
生
存
の
手
段
を
な
く
し
た
武
士
）
た
ち
が
こ
れ
を
利
用
し
た
。
彼
ら
は
、

新
し
い
将
軍
を
殺
し
、
天
皇
を
誘
拐
し
、
徳
川
処
罰
に
関
す
る
法
令
を
出
さ
せ
よ
う

と
目
論
ん
だ
。
陰
謀
者
た
ち
は
、
外
様
大
名
た
ち
が
国
権
を
奪
取
す
る
こ
と
を
望
ん

だ
。
内
戦
が
始
ま
れ
ば
、
そ
こ
に
牢
人
た
ち
が
活
路
を
得
ら
れ
る
。
戦
が
牢
人
ら
の

主
要
な
職
業
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
幕
府
は
乱
の
鎮
圧
に
成
功
し
た
」。

　

こ
こ
で
は
、
細
部
に
は
触
れ
ず
、
本
質
に
対
す
る
批
判
的
見
解
も
表
明
す
る
こ
と

は
せ
ず
、
陰
謀
の
首
謀
者
の
名
は
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
み
を
指
摘
す
る
に
留

め
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ァ
シ
ー
リ
ィ
・
ヤ
コ
ヴ
レ
ヴ
ィ
チ
・
コ
ス
ト
ィ
リ
ョ
フ
（
一

八
四
八
―
一
九
一
八
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
一
八
八
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
史

（
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）
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）
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概
説
』【“О

черке истории Я
понии”

】
で
は
、
慶
安
年
間
の
陰
謀
の
説
明
に
は
る

か
に
多
く
の
紙
面
が
割
か
れ
、
主
な
陰
謀
者
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
彼
ら
の
目
的
も
明

確
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
、
次
の
よ
う
に
、
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
駿
河
国
の
住
民
で
あ
る
由
比
正
雪
某
は
極
め
て
能
力
の
あ
る
人
間
で
、
秀
吉
に

関
す
る
話
を
た
く
さ
ん
読
ん
で
お
り
、
彼
自
身
も
、
日
本
中
を
完
全
に
屈
服
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
結
論
に
達
し
、
日
本
を
制
圧
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

…
天
皇
の
名
で
行
動
す
る
可
能
性
を
有
す
る
た
め
に
、
由
比
正
雪
は
、
か
つ
て
天
皇

を
支
持
し
て
、
そ
の
た
め
に
行
動
し
た
、
あ
の
楠
木
正
成
の
末
裔
で
あ
る
と
名
乗
っ

た
。
天
皇
の
名
を
利
用
す
る
権
利
を
得
る
た
め
に
、
由
比
正
雪
は
江
戸
で
楠
木
流
剣

術
の
師
範
で
あ
る
英
雄
・
楠
木
正
成
の
本
当
の
末
裔
と
近
づ
き
、
日
本
の
習
慣
に
従

い
そ
の
養
子
と
な
り
、
彼
と
一
緒
に
最
初
は
剣
術
の
稽
古
と
学
問
の
修
練
に
い
そ
し

ん
だ
。
由
比
正
雪
の
も
と
に
は
弟
子
が
多
く
集
ま
っ
た
。
由
比
正
雪
は
彼
ら
の
上
に

立
ち
、
牢
人
を
自
分
の
周
り
に
集
め
、
魅
了
す
る
よ
う
に
な
っ
た
…
。
由
比
正
雪
は
、

着
々
と
弓
矢
や
他
の
武
器
を
準
備
し
、
自
分
の
目
的
の
た
め
に
、
三
千
人
の
者
た
ち

を
味
方
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
ま
で
な
っ
た
。
由
比
正
雪
の
も
と
で
学
ん

で
い
た
者
た
ち
の
中
に
丸
橋
忠
弥
が
い
た
。
丸
橋
忠
弥
は
、
有
名
な
日
本
の
家
柄
で

あ
る
長
宗
我
部
（
原
本
は
綴
り
が
「
ツ
ェ
・
ソ
・
カ
ベ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ク
リ

モ
フ
注
）
の
末
裔
で
あ
る
【
長
宗
我
部
盛
親
の
側
室
の
子
と
い
う
説
が
あ
る
】。

　

由
比
正
雪
は
丸
橋
忠
弥
と
親
し
く
な
り
、
盟
を
結
び
、
計
画
を
伝
え
、
加
勢
す
る

と
の
約
束
を
得
た
。
そ
の
際
、
由
比
正
雪
は
、
徳
川
家
の
一
族
、
紀
伊
の
大
名
、
頼

宣
が
、
自
分
た
ち
を
助
け
、
金
や
必
要
な
す
べ
て
を
援
助
し
て
く
れ
る
と
示
唆
し
た
。

　

一
六
五
一
年
六
月
一
日
、
由
比
正
雪
の
追
随
者
た
ち
は
協
議
の
た
め
に
街
の
外
に

集
ま
り
、
蜂
起
の
際
に
抵
抗
す
る
者
に
対
抗
す
る
者
を
割
り
振
っ
た
。
…
こ
の
後
、

ま
も
な
く
、
彼
ら
は
各
々
今
後
の
行
動
の
持
ち
場
所
に
向
か
っ
た
。

　

丸
橋
忠
弥
は
こ
れ
か
ら
の
行
動
の
た
め
の
十
分
な
資
金
が
な
く
、
そ
の
た
め
、
大

坂
の
ひ
と
り
の
商
人
の
と
こ
ろ
で
借
り
た
。
蜂
起
の
始
ま
り
は
遅
れ
た
。
借
金
の
返

済
の
時
期
が
来
た
時
、
払
う
も
の
は
何
も
な
い
。
商
人
に
借
金
の
返
済
を
待
っ
て
く

れ
る
よ
う
に
説
得
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
先
に
予
定
さ
れ
て
い
る
蜂
起
に
つ
い
て
、

商
人
に
語
っ
た
。
商
人
は
た
だ
ち
に
幕
府
の
役
人
に
通
報
し
た
。
丸
橋
忠
弥
は
捕
ら

え
ら
れ
た
。
由
比
正
雪
は
自
分
に
従
う
者
た
ち
を
放
し
た
が
、
十
人
の
追
随
者
た
ち

は
由
比
正
雪
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。
屈
辱
的
な
死
罪
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
由
比
正
雪

は
こ
の
者
た
ち
と
と
も
に
、
自
害
し
た
」

　

上
記
の
出
来
事
に
つ
い
て
本
の
中
で
再
構
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ヤ
マ
ト
フ
の
「
報

告
書
」
の
中
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
も
の
に
大
変
近
い
。
Ｖ
・
コ
ス
ト
ィ
リ
ョ
フ
は
ヤ

マ
ト
フ
の
「
報
告
書
」
を
知
っ
て
い
た
と
の
印
象
を
受
け
る
（
コ
ス
ト
ィ
リ
ョ
フ
は

外
務
省
に
勤
務
し
て
お
り
、
ロ
シ
ア
外
務
省
の
ア
ル
ヒ
ー
フ
や
外
務
省
ア
ジ
ア
局
の

書
庫
に
保
存
さ
れ
て
い
る
文
書
群
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。）
あ
る
い
は
、
コ
ス
ト
ィ
リ
ョ
フ
は
、
ヤ
マ
ト
フ
が
使
用
し
た

と
同
じ
情
報
源
を
用
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

残
念
な
が
ら
、
本
の
中
で
こ
の
ロ
シ
ア
人
著
者
は
、
現
代
で
は
き
ま
り
と
な
っ
て

い
る
よ
う
に
、
利
用
し
た
文
献
の
典
拠
を
記
す
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
な
い
。

　

ヤ
マ
ト
フ
は
由
比
正
雪
が
行
っ
た
奇
跡
、
魔
術
を
記
し
て
い
る
。
夏
の
暑
い
日
、

由
比
正
雪
は
秘
密
の
呪
文
を
唱
え
、
水
の
入
っ
た
桶
を
空
中
に
持
ち
上
げ
、
桶
を
雪

で
い
っ
ぱ
い
に
し
て
下
ろ
し
た
。
呪
文
の
助
け
を
借
り
、
一
門
の
長
に
自
分
の
尋
常

で
は
な
い
能
力
を
見
せ
付
け
、
懐
か
ら
二
羽
の
鳩
を
出
現
さ
せ
、
そ
の
後
、
ま
た
、

懐
に
戻
し
た
。
由
比
正
雪
は
「
大
気
現
象
に
よ
り
」
江
戸
か
ら
西
の
方
で
蜂
起
が
起

き
る
と
予
言
す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
実
際
に
、
次
の
年
、
天
草
島
で
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
蜂
起
が
起
き
た
」。
再
び
「
大
気
現
象
に
よ
り
」
多
く
の
建
物
を
焼
い
た
火
事

を
予
言
し
た
。

　
「
日
本
の
書
物
に
は
、
由
比
正
雪
の
行
為
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
の
行
為
は
す
べ
て
、
由
比
正
雪
の
知
る
妖
術
と
さ
れ
て
い
る
。
由
比

（
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正
雪
が
、
彼
の
経
歴
が
載
っ
て
い
る
諸
本
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
、
諸
大
名
参
加
の

上
で
の
幕
府
転
覆
と
い
う
自
分
の
試
み
に
成
功
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と

は
、
大
君
と
い
う
当
時
の
支
配
者
が
、
そ
の
徳
行
ゆ
え
に
民
衆
や
大
名
た
ち
に
愛
さ

れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
話
で
あ
る
。」

　

ヤ
マ
ト
フ
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
状
態
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
直
接
と
は
言

わ
な
い
ま
で
も
、
間
接
的
に
、
由
比
正
雪
の
蜂
起
と
魔
術
へ
の
才
能
を
キ
リ
ス
ト
教

と
結
び
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
牢
人
の
蜂
起
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
行
動
と

同
じ
も
の
と
真
剣
に
見
る
十
分
な
根
拠
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
な
か
ん
ず
く
、
丸

橋
忠
弥
は
尋
問
の
際
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
関
係
が
あ
る
の
か
と
の
尋
問
に
対
し
て
、

は
っ
き
り
と
否
と
の
返
答
を
し
て
い
る
。
丸
橋
忠
弥
は
、
自
分
は
、
生
涯
、
儒
者
・

熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
―
一
六
九
一
）
の
教
え
に
従
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス

ト
教
の
教
え
に
従
っ
た
こ
と
は
皆
無
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
ヤ
マ
ト
フ
は
、
同
様
に
、
間
接
的
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
止
と
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
弾
圧
を
絡
め
な
が
ら
、
別
の
テ
ー
マ
へ
移
っ
た
。

　

ヤ
マ
ト
フ
は
「
報
告
書
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　
「
一
六
六
六
年
、
都
江
戸
の
近
く
、
最
初
の
宿
場
、
品
川
と
二
番
目
の
宿
場
、
川

崎
の
間
、
池
上
村
で
、
仏
教
寺
院
で
あ
る
本
門
寺
が
焼
け
た
。
こ
の
寺
の
貫
首
ニ
ッ

ツ
ウ
【
日
樹
】
は
各
地
か
ら
仏
堂
【Кумирния 

大
堂
】
修
繕
の
た
め
に
寄
付
を
集

め
、
村
人
た
ち
に
は
、
木
材
を
寄
進
す
る
よ
う
求
め
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
者
た
ち
が

賛
同
し
た
…
。」

　

さ
ら
に
、
ヤ
マ
ト
フ
は
、
日
樹
が
妖
術
の
力
を
借
り
、
寺
を
建
て
る
た
め
に
海
岸

で
集
め
た
木
材
を
、
海
に
流
れ
込
む
小
さ
な
い
く
つ
も
の
川
を
通
っ
て
流
す
こ
と
が

で
き
た
と
、
記
し
て
い
る
。

　

建
築
材
は
皆
、
長
い
こ
と
海
水
に
漬
か
り
、
水
分
を
含
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
よ
く
分
か
ら
な
い
理
由
に
よ
り
」、
こ
と
ご
と
く
、
焼
け
尽
き
た
。
僧
た
ち
の

耳
の
入
る
と
動
揺
が
お
き
、
彼
ら
は
、
日
樹
に
起
き
た
こ
と
の
説
明
を
求
め
た
。

　
「
こ
の
件
の
詮
議
は
三
、
四
ヶ
月
続
い
た
。
な
ん
ら
、
明
白
な
証
拠
も
な
い
ま
ま
、

日
樹
が
妖
術
を
使
っ
た
と
も
断
定
で
き
ず
、
仏
法
で
は
、
僧
は
他
か
ら
何
も
の
を
も

受
け
ず
、
他
に
何
も
与
え
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
は
あ
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
で

あ
る
と
、
最
後
に
日
樹
が
言
明
し
た
の
み
で
会
は
終
わ
っ
た
。
だ
が
、
他
の
仏
僧
た

ち
は
、
こ
れ
に
、
納
得
せ
ず
、
一
件
は
国
家
会
議
の
吟
味
に
付
さ
れ
た
。
国
家
会
議

は
日
樹
の
建
議
を
よ
し
と
せ
ず
、
寺
が
、
他
か
ら
寄
進
を
受
け
た
り
、
他
に
何
か
を

寄
進
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
こ
と
に
同
意
せ
ず
、
日
樹
の
一
門
、
あ
る
い
は
、
一
族
は
、

全
員
、
江
戸
、
大
坂
、
京
都
か
ら
追
放
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
」

　

ヤ
マ
ト
フ
が
語
っ
た
こ
と
を
分
析
し
よ
う
。
話
は
本
門
寺
（Хоммондзи

【K
hom
m
ondzi

】）
に
つ
い
て
で
あ
る
が
（「
報
告
書
」
に
書
か
れ
て
い
る

「Хоммончж
и

【K
hom
m
onchzhi

】」
で
は
綴
り
が
違
う
）、
こ
の
本
門
寺
と
は
、

そ
の
名
前
を
冠
さ
れ
た
仏
教
宗
派
【
つ
ま
り
、
日
蓮
宗
】
の
創
始
者
で
あ
る
日
蓮
（
一

二
二
二
―
一
二
八
二
）
入
滅
の
地
に
建
て
ら
れ
た
寺
で
あ
る
。

　

寺
の
主
た
る
建
物
、
伽
藍
の
建
立
は
、
一
三
一
七
年
、
後
継
者
で
あ
り
、
日
蓮
の

本
弟
子
（
六
老
僧
）
の
一
人
で
あ
る
貫
首
日
朗
（
一
二
四
五
―
一
三
二
〇
）
の
指
導

の
下
、
池
上
で
な
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
寺
は
池
上
本
門
寺
と
称
さ
れ
、
日
蓮
宗
の

四
流
派
の
ひ
と
つ
、
法
華
宗
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
「
報
告
書
」
に
は
、
一
六
六
六
年
に
起
き
た
大
伽
藍
等
の
焼
失
火
事
に
つ
い
て
語

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
寺
焼
失
の
大
火
事
は
、
現
存
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
一
七
一

〇
年
に
起
き
て
い
る
。
そ
の
時
焼
失
し
た
池
上
本
門
寺
は
、
第
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗

（
一
六
八
四
―
一
七
五
一
）
の
時
に
再
興
さ
れ
た
。
吉
宗
は
紀
州
藩
第
二
代
藩
主
で

あ
る
徳
川
光
貞
の
第
四
子
で
あ
る
。

　

ヤ
マ
ト
フ
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
寺
の
再
建
を
指
揮
し
た
の
は
ニ
ッ
ツ
ウ
と
い
う

名
の
貫
首
で
あ
り
、
ニ
ッ
ツ
ウ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
妖
術
」
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た

そ
う
だ
。
ニ
ッ
ツ
ウ
に
は
固
く
守
っ
て
い
る
原
則
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
仏
法
で
言
う

と
こ
ろ
の
「
僧
は
他
の
者
か
ら
何
も
受
け
取
ら
ず
、
他
の
者
に
何
も
与
え
る
べ
き
で

（
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な
い
」
と
い
う
原
則
で
あ
っ
た
と
い
う
。（
お
そ
ら
く
仏
教
用
語
の
「
不
受
不
施
義
」

を
こ
の
よ
う
に
言
い
表
し
た
の
で
あ
ろ
う
）。言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、ど
う
や
ら
、

宗
派
の
信
徒
で
な
い
者
か
ら
は
何
も
取
ら
ず
、
ま
た
彼
ら
に
は
何
も
与
え
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
最
後
の
状
況
は
判
断
す
る
の
に
適
当
な
材
料
で
あ
る
た

め
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
門
寺
の
第
一
六
代
貫
首
の
日
樹
（
一
五
七

四
―
一
六
三
一
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
確
信
を
持
っ
て
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
一

六
三
〇
年
、
江
戸
城
で
幕
府
の
命
令
で
討
論
が
行
わ
れ
【
身
池
対
論
】、
そ
こ
で
勝

利
者
と
認
め
ら
れ
た
の
は
、
寺
は
布
施
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
立
場
を

擁
護
し
た
日
乾
（
一
五
六
〇
―
一
六
三
五
）
と
日
遠
（
一
五
七
二
―
一
六
四
二
）
で

あ
っ
た
【
受
布
施
派
】。
こ
の
論
争
で
敗
北
し
た
日
樹
は
、
信
濃
伊
奈
に
流
さ
れ
、

そ
の
地
で
翌
年
死
去
し
た
。

　

も
し
我
々
が
、
日
樹
と
日
乾
と
の
間
に
起
こ
っ
た
論
争
が
実
際
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
前
提
と
し
、
対
論
者
の
名
前
を
（
キ
リ
ー
ル
文
字
に
よ
る
日
本
語
転
写
の
規

則
が
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
）
ニ
ッ
ツ
ウ
で
は
な
く
ニ
チ
ジ
ュ

と
見
な
す
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、
ヤ
マ
ト
フ
が
引
き
合
い
に
し
て
い
る
出
来
事
の
年

代
と
本
稿
筆
者
に
よ
る
年
代
と
は
、
明
ら
か
に
合
致
し
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
こ
で
生
じ
る
疑
問
は
、
な
ぜ
ヤ
マ
ト
フ
は
、
他
宗
派
の
信
仰
者
か
ら
は
何
も
受

け
取
ら
な
い
、
彼
ら
に
は
何
も
与
え
な
い
と
い
う
原
則
を
掲
げ
た
日
奥
（
一
五
六
五

―
一
六
七
〇
）
よ
り
後
の
時
代
の
論
争
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
ず
っ
と
早
い
時
期
の

こ
の
論
争
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

徳
川
家
康
は
日
奥
と
彼
の
論
敵
た
ち
を
呼
び
寄
せ
論
争
を
行
わ
せ
た
が
、
そ
の
結

果
、
負
け
と
判
定
さ
れ
た
の
は
日
奥
で
あ
っ
た
。
彼
は
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
一

六
一
二
年
に
京
都
に
戻
り
、
そ
こ
で
論
敵
た
ち
を
批
判
し
続
け
た
。
一
六
九
一
年
、

幕
府
は
最
終
的
に
、
日
奥
の
考
え
方
に
与
す
る
日
蓮
宗
の
信
徒
た
ち
は
法
を
逸
脱
し

た
も
の
と
の
認
定
を
下
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
流
派
の
流
れ
は
、
非
合
法
な

か
た
ち
で
存
在
し
続
け
、
日
蓮
宗
の
こ
の
流
派
に
対
す
る
禁
制
が
解
か
れ
た
一
八
七

六
年
に
そ
の
姿
を
現
し
た
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
情
報
は
、
ロ
シ
ア
外
務
省
の
職
員

に
と
っ
て
極
め
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヤ
マ
ト
フ
は
問
題

の
本
質
を
彼
ら
に
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
は
も
ち
ろ
ん
、

一
連
の
仏
教
宗
派
の
禁
令
も
含
め
て
、
こ
れ
に
関
す
る
、
重
要
な
当
面
の
緊
急
課
題

を
外
務
省
職
員
に
説
明
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ヤ
マ
ト
フ
は
、

「（
縁
な
き
者
か
ら
の
）
布
施
は
受
け
取
ら
な
い
、
与
え
な
い
」
と
い
う
原
則
（
不

受
不
施
義
）
を
初
め
て
定
式
化
し
た
日
奥
に
つ
い
て
は
、
何
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
日
奥
が
出
発
点
と
な
り
、
日
蓮
宗
は
、
そ
の
原
則
を
支
持
す
る
者
と
そ
う

で
な
い
者
の
二
つ
の
流
れ
に
分
裂
し
て
い
っ
た
。
だ
が
、
い
っ
た
い
な
ぜ
、
ヤ
マ
ト

フ
は
他
な
ら
ぬ
本
門
寺
の
僧
侶
た
ち
の
分
裂
と
論
争
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。そ
の
こ
と
は
橘
耕
斎
の
経
歴
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
事
柄
、

す
な
わ
ち
彼
は
江
戸
か
ら
遠
く
な
い
池
上
の
地
に
あ
る
日
蓮
宗
本
門
寺
（
池
上
本
門

寺
）で
人
生
の
一
時
期
を
過
ご
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、す
べ
て
説
明
が
つ
く
。彼

は
お
そ
ら
く
そ
こ
で
「
報
告
書
」
で
述
べ
て
い
る
こ
の
知
識
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

日
樹
に
つ
い
て
の
ヤ
マ
ト
フ
の
話
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
が
つ
く
。
ど
う
も
、

「
報
告
書
」
の
著
者
ヤ
マ
ト
フ
は
、
参
考
文
献
を
参
照
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
た
め

に
、
火
事
が
生
じ
た
年
代
に
つ
い
て
は
不
案
内
で
、
正
し
く
は
一
七
一
〇
年
で
あ
る

と
こ
ろ
を
一
六
六
六
年
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

橘
耕
斎
は
こ
の
話
を
次
の
よ
う
に
終
え
て
い
る
。

　
「
日
本
政
府
は
前
記
の
事
件
に
付
き
キ
リ
ス
ト
教
の
せ
い
に
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
私
が
た
ま
た
ま
見
た
諸
寺
の
書
附
で
は
、
事
件
は
キ
リ
ス
ト
教
の
妖
術
と
名

付
け
ら
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
し
か
し
、
一
六
八
九
年
、
前
記
の
事
件
の
後
、
日

本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
天
草
島
の
一
揆
の
後
よ
り
、
は
る
か
に
厳
し
く
迫
害
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
」。

　

さ
ら
に
橘
耕
斎
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
三
つ
の
処
刑
に
つ
い
て
伝
え
て
い
る
。
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（
一
）キ
リ
ス
ト
教
徒
は
見
せ
し
め
の
た
め
に
人
の
多
い
場
所
に
両
手
を
縛
ら
れ
、

首
に
板
を
は
め
ら
れ
て
さ
ら
さ
れ
た
。
板
の
長
さ
（
こ
の
言
葉
は
「
カ
ン
ガ
」
と
転

写
さ
れ
て
い
る
が
、漢
字
表
記
は
確
定
で
き
な
か
っ
た
）は
二
・
二
五
ア
ル
シ
ン【
一

ア
ル
シ
ン
は
七
二
㎝
】、
幅
は
一
・
二
五
ア
ル
シ
ン
、
厚
さ
は
二
ヴ
ェ
ル
シ
ョ
ー
ク

【
一
ヴ
ェ
ル
シ
ョ
ー
ク
は
四
・
五
㎝
】。
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
暴
露
さ
れ
た
罪

人
は
、
み
せ
し
め
の
た
め
に
、
三
日
間
（
朝
か
ら
午
後
ま
で
【
朝
五
つ
時
か
ら
夕
七

つ
時
】）
物
見
高
い
公
衆
の
面
前
に
さ
ら
さ
れ
た
。
ヤ
マ
ト
フ
は
こ
の
種
の
刑
罰
を

さ
ら
し
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る（
漢
字
で
は
曝
あ
る
い
は
晒
と
書
く
）。

　

（
二
）
捕
縛
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
（
首
に
は
板
は
な
し
）
鞍
を
置
か
れ
た
馬

に
縛
り
付
け
ら
れ
て
第
四
日
に
市
中
を
引
き
廻
さ
れ
る
。
武
士
一
人
と
鎗
を
手
に
し

た
数
人
の
警
護
隊
員
が
付
き
添
う
。
一
行
の
前
に
は
紙
に
書
か
れ
た
罪
状
（
日
本
語

で
は
紙
幟
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ヤ
マ
ト
フ
は
こ
の
名
を
挙
げ
て
い
な
い
）
が

運
ば
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
罪
人
の
名
前
、
年
齢
、
生
ま
れ
た
場
所
が
書
か
れ
る
。
こ

の
刑
罰
は
ヤ
マ
ト
フ
の
言
葉
で
は
ひ
き
ま
わ
し
と
い
う
（
漢
字
で
は
引
回
し
あ
る
い

は
引
廻
し
と
書
く
）。

　

（
三
）
キ
リ
ス
ト
教
と
罪
証
さ
れ
た
罪
人
は
そ
の
後
「
街
外
に
引
き
出
さ
れ
、
上

方
に
横
木
を
さ
し
た
柱
に
縛
り
付
け
ら
れ
、
両
側
か
ら
数
回
鎗
で
突
か
れ
、
死
体
は

三
日
間
、
ぶ
ら
下
げ
た
ま
ま
さ
ら
さ
れ
る
」
が
、
こ
れ
は
他
の
町
の
者
た
ち
を
脅
す

た
め
で
あ
る
。「
こ
れ
は
は
り
つ
け
と
呼
ば
れ
る
。」
現
在
の
ポ
リ
ヴ
ァ
ノ
フ
式
の
転

写
で
は
、харицукэ

【kharitsuke

】
と
書
く
が
「
報
告
書
」
は
書
き
方
が
違
う

（「харицкэ

【kraritske

】」
と
書
か
れ
て
い
る
）。
漢
字
で
は
磔
と
書
く
。
十
字
架

に
は
り
つ
け
ら
れ
る
形
を
と
る
こ
の
刑
罰
は
、
日
本
語
で
は
、
磔
刑
（
た
っ
け
い
と

読
む
）
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

捕
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
親
族
も
ま
た
訴
追
さ
れ
た
。
捕
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
最
も
近
い
親
族
、
つ
ま
り
、
父
母
、
兄
弟
、
姉
妹
、
子
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

処
刑
の
日
、
牢
獄
の
中
で
斬
首
さ
れ
る
。
更
に
、
そ
の
頭
は
「
罪
人
」
処
刑
の
場
所

に
運
ば
れ
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
耳
に
穴
を
開
け
て
板
に
」
釘
で
留
め
ら
れ
、「
板
の
上
に

並
べ
て
」
さ
ら
さ
れ
た
。「
耳
は
頭
の
両
側
に
」
並
べ
た
が
、
こ
れ
を
「
獄
門

（гокумом

）【gokum
om

】と
言
う
。ヤ
マ
ト
フ
が
示
し
た
転
写
は
間
違
っ
て
い
る
。

【
最
後
の
文
字
は
「
ｍ
」
で
は
な
く
「
ｎ
」
と
綴
り
】
実
際
に
はгокумон

【goku-
m
on

】
と
転
写
す
べ
き
で
あ
る
。
日
本
語
の
「
獄
門
」
は
文
字
通
り
の
意
味
で
は
、

牢
獄
の
門
、
あ
る
い
は
、
単
に
牢
獄
を
意
味
す
る
。
こ
の
歴
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で

は
、
罪
人
の
頭
を
さ
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

　

死
刑
に
な
っ
た
犯
罪
人
の
首
を
監
獄
の
門
の
と
こ
ろ
に
並
べ
て
人
目
に
さ
ら
す
と

い
う
伝
統
が
生
ま
れ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
中
期
以
降
で
、
そ
れ
と
共
に

「
獄
門
」
と
い
う
言
葉
が
出
来
た
。
こ
の
や
り
方
は
そ
れ
以
後
の
鎌
倉
時
代
、
室
町

時
代
、
江
戸
時
代
に
引
き
継
が
れ
た
。
徳
川
幕
府
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
死
刑

に
な
っ
た
犯
罪
人
の
首
は
監
獄
内
の
刑
場
か
ら
、
三
日
二
晩
見
せ
物
と
し
、
み
せ
し

め
と
す
る
た
め
に
浅
草
小
塚
原
と
品
川
鈴
が
森
の
二
箇
所
に
運
ば
れ
て
い
た
。
ヤ
マ

ト
フ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
以
前
は
、同
様
な
や
り
方
で
、罪
人
の
親
戚
縁
者
も
、罪
人
と
共
に
犯
罪
に
加
わ
っ

た
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
と
は
無
関
係
に
、
常
に
処
罰
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
に

な
っ
て
、
も
し
罪
人
が
親
戚
縁
者
と
一
緒
に
住
ん
で
い
な
く
て
、
家
か
ら
離
れ
て
三

年
後
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
た
場
合
は
、
罪
人
の
親
戚
縁
者
は
処
罰
対
象
に
は
な

ら
な
く
な
っ
た
。
罪
人
の
出
身
地
の
村
役
人
（
長
お
よ
び
そ
の
補
助
者
）
は
差
し
押

さ
え
処
分
を
受
け
る
が
、
も
し
彼
ら
自
身
が
罪
人
を
発
見
で
き
ず
そ
の
こ
と
を
お
上

に
報
告
し
な
い
、
あ
る
い
は
罪
人
が
別
の
場
所
で
発
見
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ

ば
、
そ
の
場
合
は
名
主
お
よ
び
そ
の
補
助
者
は
斬
首
の
処
罰
を
受
け
る
。
こ
れ
は
首

罪
（Суззай
）
と
呼
ば
れ
る
」。Суззай

【Suzzaj

】
と
い
う
語
の
正
し
い
転
写
は

С
ю

дзай

【Sjuzaj
】。
同
意
語
と
し
て
斬
罪
（Д

зандзай

【D
zandzaj

】）
も
。

　

ヤ
マ
ト
フ
の
言
う
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
一
六
八
二
年
に
将
軍
は
、
キ
リ
ス
ト
教
入

信
者
を
密
告
し
た
者
に
対
す
る
褒
美
金
に
つ
い
て
の
法
令
を
出
し
た
。
こ
れ
に
関
す

（
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る
触
れ
は
、
幕
府
の
命
令
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
目
の
高
さ
の
位
置
に
棹
に
取
り
付

け
ら
れ
た
特
別
な
板
に
書
か
れ
、
全
国
津
々
浦
々
人
が
多
く
集
ま
る
場
所
に
設
置
さ

れ
た
。
こ
の
板
は
「
立
札
」
と
呼
ば
れ
た
。
日
本
で
は
住
民
へ
の
通
告
に
こ
の
や
り

方
が
古
来
用
い
ら
れ
て
い
た
。
徳
川
時
代
に
は
、
日
本
列
島
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

普
及
の
禁
止
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
触
書
は
「
切
支
丹
札
」
と
呼
ば
れ
、「
五
札
」

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、「
大
高
札
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

同
様
に
、
ヤ
マ
ト
フ
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
「
一
六
八
二
年
、
す
べ
て
の
村
々
、
町
々
に
、
幕
府
の
触
れ
が
出
さ
れ
た
。
誰
か

が
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
し
た
こ
と
を
訴
え
出
た
者
は
褒
美
を
取
ら
せ
る
、
と
の
内
容

だ
っ
た
。

　

触
れ
は
、
板
に
書
か
れ
、
以
下
の
内
容
だ
っ
た
。

一�

、
吉
利
支
丹
宗
門
は
す
で
に
累
年
ご
禁
制
で
あ
っ
た
が
、
不
審
な
る
も
の
あ
れ
ば
、

申
し
出
る
者
す
べ
て
に
、
御
褒
美
と
し
て
、

　
　

ば
て
れ
ん
の
訴
人　

一
五
〇
〇
い
ち
ぶ
（
六
〇
〇
ル
ー
ブ
ル
）

　
　

い
る
ま
ん
の
訴
人　

九
〇
〇
い
ち
ぶ
（
三
六
〇
ル
ー
ブ
ル
）

　
　

立
ち
返
り
者
の
訴
人　

九
〇
〇
い
ち
ぶ
（
三
六
〇
ル
ー
ブ
ル
）

　

上
記
の
通
り
く
だ
さ
る
べ
し
。

　

た
と
え
、
切
支
丹
宗
門
と
同
宿
の
者
と
い
え
ど
も
【
あ
る
い
は
「
同
宿
并
宗
門
」

の
誤
伝
達
か
】、こ
の
宗
旨
に
加
わ
ら
ず
、宗
門
の
規
則
の
詳
細
を
申
し
述
べ
た
者
は
、

同
様
に
、
褒
美
を
く
だ
さ
る
べ
し
、
す
な
わ
ち
一
五
〇
〇
い
ち
ぶ
（
六
〇
〇
ル
ー
ブ

ル
）。
か
つ
て
は
、
自
身
が
切
支
丹
宗
門
と
い
え
ど
も
、
そ
の
教
え
を
棄
て
、
仲
間

を
申
し
出
た
者
も
同
然
の
褒
美
を
下
さ
る
べ
し
。

　

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
発
見
の
た
め
に
、
ひ
と
つ
の

屋
敷
に
住
ん
で
い
る
四
〇
家
族
か
ら
な
る
特
別
役
所
が
あ
る
。

　

こ
の
役
所
の
設
立
時
期
は
私
は
知
ら
な
い
し
、
ど
こ
か
で
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
」

　

【
上
記
引
用
文
に
関
し
て
】
キ
リ
ス
ト
教
事
案
に
従
事
し
た
役
所
に
は
四
〇
家
族

が
住
ん
で
い
た
と
の
こ
と
を
ヤ
マ
ト
フ
は
確
実
に
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の

疑
い
が
生
じ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
役
所
が
造
ら
れ
た
時
期
を
知
ら
な
い
と
ヤ

マ
ト
フ
は
正
直
に
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
名
前
を
持
っ
て
い
た
。
切
支

丹
屋
敷
（「
キ
リ
ス
ト
教
【
徒
を
収
容
し
た
】
家
」
の
意
味
）、
山
屋
敷
（「
山
の
家
」

の
意
味
）
と
言
う
名
で
、
江
戸
小
石
川
小
日
向
（
今
日
の
東
京
都
文
京
区
）
に
あ
っ

た
。こ
の
場
所
に
は
井
上
筑
後
守
の
私
邸
が
あ
っ
た
。一
六
四
三
年（
寛
永
二
〇
年
）、

こ
の
屋
敷
は
取
調
所
（「［
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
疑
わ
れ
た
者
た
ち
の
］
尋
問
所
」
の
意

味
）
と
な
り
、
一
六
四
六
年
に
は
籠
舎
（
牢
獄
の
意
味
）
に
転
用
さ
れ
、
そ
れ
は
一

七
九
二
年
（
寛
政
四
年
）
ま
で
存
続
し
た
。

　
「
報
告
書
」
の
最
後
で
ヤ
マ
ト
フ
は
、
聞
い
た
話
と
し
て
も
う
一
つ
の
奇
跡
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
私
（
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ヤ
マ
ト
フ
）
の
弟
子
に
若
狭
国
出
身
の
藩
役
人
の
ひ
と

り
が
い
た
。
彼
は
私
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
奇
跡
と
い
う
名
で
知
ら
れ
る
彼
ら
の
国
で

あ
っ
た
あ
る
出
来
事
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
国
の
藩
主
の
領
地
に
漁

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
川
が
あ
っ
た
。
あ
る
時
若
い
武
士
が
そ
れ
を
無
視
し
て
魚
を
捕

り
始
め
た
。
見
張
り
が
彼
を
掴
ま
え
よ
う
と
し
た
時
、
そ
の
武
士
は
川
の
中
を
向
こ

う
岸
に
渡
っ
た
。
見
張
り
が
彼
を
掴
ま
え
よ
う
と
走
っ
て
橋
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
、
武

士
は
再
び
川
の
中
を
元
の
岸
に
渡
っ
て
い
っ
た
。
同
じ
こ
と
が
何
回
か
繰
り
返
さ
れ

た
。」

　

そ
の
若
い
武
士
が
起
こ
し
た
奇
跡
の
数
々
を
ヤ
マ
ト
フ
は
書
き
記
し
て
い
る
。
そ

の
武
士
は
、
山
中
に
住
ん
で
い
て
そ
の
後
間
も
な
く
死
ん
だ
老
人
か
ら
奇
跡
を
起
こ

す
秘
儀
を
受
け
継
い
だ
と
い
う
。
大
名
は
幕
府
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
秘
儀
」
を
身

に
付
け
た
若
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
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「
大
君
か
ら
の
指
示
が
届
く
前
に
、
そ
の
若
い
武
士
は
、
原
因
は
不
明
だ
が
三
階

立
て
の
家
の
屋
根
か
ら
落
ち
、
そ
の
際
自
分
の
刀
が
体
を
貫
い
て
し
ま
っ
た
。
も
し

か
し
た
ら
彼
は
、
山
中
で
老
人
か
ら
受
け
た
秘
儀
の
効
き
目
を
試
そ
う
と
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
。」

　

ヤ
マ
ト
フ
が
聞
き
語
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
魔
術
は
、
貫
首
日
樹
の
場
合
に
せ

よ
、
若
い
武
士
の
場
合
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
日
本
列
島
で
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
関
係

の
な
い
説
話
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
話
を
思
わ
せ
る
。
ヤ
マ
ト
フ
自
身
は
、
こ
れ
ら
の

情
報
は
す
べ
て
公
式
に
書
か
れ
た
も
の
か
ら
取
っ
た
と
断
言
し
て
い
る
が
、
彼
の
主

張
は
深
い
疑
念
を
抱
か
せ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
前
記
の
日
本
に

お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
奇
跡
に
つ
い
て
は
す
べ
て
、
江
戸
の
取
調
所
、
藩
の
取
調
所

お
よ
び
寺
々
の
住
職
た
ち
の
と
こ
ろ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
報
告
書
で
読
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
様
々
な
奇
跡
に
関
し
て
多
く
の
著
作
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
書
物
は

専
ら
販
売
を
目
的
と
し
人
々
の
興
を
買
う
た
め
の
も
の
で
、信
用
は
出
来
な
い
の
で
、

そ
れ
ら
か
ら
私
は
何
も
借
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。」

　

し
か
し
こ
こ
で
生
じ
る
疑
問
は
、
信
任
さ
れ
た
高
位
の
役
人
で
あ
る
大
名
の
と
こ

ろ
に
、
ま
し
て
や
、
幕
府
の
中
央
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
を
閲
覧
す
る
権

利
を
橘
耕
斎
は
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
話
題
は
す
べ
て
「
販
売
と
人
々
の
興
を
買
う
目
的
で
書
か
れ

た
書
物
」
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
確
実
な
答

え
を
出
す
た
め
に
は
、
世
俗
文
学
、
特
に
説
話
の
ジ
ャ
ン
ル
の
文
芸
学
的
分
析
を
行

い
、
ヤ
マ
ト
フ
が
言
及
し
て
い
る
と
同
じ
話
題
を
見
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

ヤ
マ
ト
フ
は
「
報
告
書
」
を
次
の
よ
う
に
締
め
括
っ
て
い
る
。

　
「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
船
が
日
本
に
来
た
の
は
一
五
二
二
年
、
豊
後
国
の
府
内
と

い
う
町
で
、
そ
の
時
始
め
て
日
本
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
を
知
っ
た
。
し
か
し
、

様
々
な
種
類
の
魔
術
は
そ
れ
よ
り
遙
か
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
忍
び
の
術
と
呼

ば
れ
、
こ
の
種
の
魔
術
は
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
人
の
み
が
自
分
を
他
の
人
か
ら
見

え
な
く
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
、
手
元
に
あ
る
書
物
か
ら
は
、
ま
ず
何

も
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。と
い
う
の
は
、日
本
の
歴
史
は
す
べ
て
言
い
伝
え
に
よ
っ

て
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
完
全
に
信
用
し
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
物
の

著
述
は
、
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
で
七
〇
〇
年
近
く
続
い
た
内
乱
の
間
に

灰
燼
に
帰
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
私
が
述
べ
た
こ
と
は
す
べ
て
、
書
物
か
ら

で
は
な
く
、
役
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
か
ら
借
り
受
け
た
も
の
で
、
今
私
は
そ

れ
を
記
憶
に
従
っ
て
書
い
て
い
る
。
更
に
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
日

本
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
書
物
、
聖
像
画
、
祈
祷
の
た
め
の
場
所
は
持
っ
て
い
る
と
い

う
話
は
、
日
本
に
い
た
時
に
お
よ
そ
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
各
種
の
魔
術
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
皆
は
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
と
呼
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。
日
本
で
は
死
者
は
す
べ
て
仏
教
儀
式
に
従
っ
て
埋
葬
さ
れ
て
い
る
、
従
っ

て
、
現
在
日
本
人
の
間
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
い
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
出
来

る
。」

　

最
後
に
、
若
干
の
結
論
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。「
報
告
書
」
の
原
本
は
一
八
枚

か
ら
成
る
ノ
ー
ト
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
（
フ
ァ
イ
ル
【дело

】
に
は
同
一
の
内
容

の
二
冊
の
ノ
ー
ト
が
保
存
さ
れ
て
い
る
）、
お
そ
ら
く
、
橘
耕
斎
が
話
し
た
こ
と
を

外
務
省
ア
ジ
ア
局
の
書
記
が
手
書
き
で
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
文
中

に
「
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ヤ
マ
ト
フ
が
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
」
と
い
う
直
接

言
及
し
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男
爵
に
提
出
さ

れ
た
こ
の
「
報
告
書
」
は
実
際
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
と
そ
の
後
の
迫
害
と
関

連
づ
け
て
徳
川
幕
府
の
歴
史
を
手
短
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。「
日
本
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
教
の
歴
史
」
と
い
う
「
報
告
書
」
の
テ
ー
マ
は
お
そ
ら
く
「
注
文
主
」
か
ら

課
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
「
注
文
主
」
が
オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
男
爵
で
あ
っ
た
こ

と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
そ
こ
で
ヤ
マ
ト
フ
は
様
々
な
出
来
事
を
つ
な
げ
て
ひ
と
つ

の
話
に
ま
と
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
天
草
島
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
蜂
起
、
慶

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）

（
52
）

（
53
）
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安
年
間
（
一
六
五
一
年
）
の
乱
、
日
蓮
宗
本
門
寺
で
の
僧
の
論
争
、
世
俗
権
力
に
よ

る
キ
リ
ス
ト
教
徒
迫
害
と
処
刑
方
法
、「
報
告
書
」
の
中
に
出
て
く
る
人
物
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
奇
跡
、
ヤ
マ
ト
フ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
奇
跡
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
魔
術
と
し
た
出
来
事
、
な
ど
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
フ
が
語
っ
た
出
来
事
の
す
べ
て
が
、

日
本
列
島
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
直
接
関
係
し
た
も
の
で
は
、
決
し
て
な

い
。
原
本
で
は
漢
字
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、【
草
稿
で
】
提
示
さ

れ
た
転
写
は
完
全
に
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
固
有
名
詞
は
判
読
が
困
難
で
、

日
本
語
の
発
音
と
合
っ
て
い
な
い
た
め
、
地
名
、
人
名
の
確
定
に
は
少
な
か
ら
ぬ
労

力
が
要
求
さ
れ
る
。
文
中
で
漢
字
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
研
究
者
の
課
題

遂
行
を
複
雑
な
も
の
と
す
る
。

　

こ
の
こ
と
と
関
連
し
た
本
稿
の
筆
者
の
課
題
の
ひ
と
つ
が
、
キ
リ
ー
ル
文
字
で
書

か
れ
た
日
本
語
の
語
を
今
日
使
用
さ
れ
て
い
る
転
写
法
に
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
転
写
法
は
か
つ
て
ポ
リ
ヴ
ァ
ノ
フ
が
提
案
し
、
ロ
シ
ア
の
学
界
全
体
で
採
用
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
次
の
課
題
は
、
そ
れ
ら
の
語
を
漢
字
に
直
し
、
ヤ
マ
ト
フ
が
語
っ

て
い
る
と
こ
ろ
の
実
際
に
あ
っ
た
出
来
事
を
確
認
し
、
異
な
っ
た
解
釈
が
あ
る
場
合

は
そ
れ
を
指
摘
し
説
明
を
与
え
、「
報
告
書
」
の
中
に
出
て
く
る
話
題
に
つ
い
て
現

代
の
読
者
の
た
め
に
出
来
う
る
限
り
手
短
な
か
た
ち
で
説
明
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
一
八
八
八
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
Ｖ
・
コ
ス
ト
ィ
リ
ョ
フ
の
『
日
本
史
概
説
』

と
い
う
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
従
っ
て
ヤ
マ
ト
フ
の
「
報
告
書
」
は
、
多
く
の
矛
盾
を

含
み
な
が
ら
も
、
徳
川
時
代
の
日
本
の
歴
史
に
関
す
る
情
報
源
と
し
て
少
な
か
ら
ぬ

意
義
を
有
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
徳
川
時
代
の
日
本
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
は
、

ロ
シ
ア
帝
国
の
外
務
省
お
よ
び
そ
の
他
の
中
央
機
関
の
限
ら
れ
た
範
囲
の
人
々
で

あ
っ
た
。

　

あ
る
程
度
の
範
囲
で
は
あ
る
が
、
ヤ
マ
ト
フ
の
「
報
告
書
」
に
は
、
著
者
に
強
い

印
象
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
出
来
事
（
天
草
で
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
蜂
起
、
慶
安
の

変
）、
い
た
こ
と
の
あ
る
場
所
（
例
え
ば
日
蓮
宗
本
門
寺
）、
そ
し
て
特
定
の
人
物
（
例

え
ば
、
由
比
正
雪
、
本
門
寺
の
貫
首
・
日
樹
）
の
名
が
出
て
く
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

オ
ス
テ
ン-

サ
ケ
ン
に
提
出
さ
れ
た
「
報
告
書
」
を
通
し
て
、
彼
の
生
活
体
験
、
履

歴
に
関
す
る
こ
と
、
知
的
蓄
積
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
シ
ア
の
日
本
学
発

展
へ
の
貢
献
に
対
す
る
敬
意
は
さ
て
お
き
（
デ
ミ
ド
フ
賞
を
授
賞
し
た
辞
書
の
編
纂

へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
）、
橘
耕
斎
は
、
歴
史
、
文
化
、
文
学
に

関
す
る
幅
広
い
認
識
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
「
報
告
書
」
を
読
み
終

わ
っ
た
印
象
で
あ
る
（
彼
は
「
報
告
書
」
に
、
例
え
ば
『
様
々
な
奇
跡
に
つ
い
て
の

著
述
』
と
い
う
題
名
を
付
け
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
）。

●
使
用
文
献

１
．Бабинцев 

А
.А

. 
И

з 
истории 

русского 
японоведения//Я

понская 

филология. О
тветственны

е редакторы
 И

.В
. Головнин и В

.С
. Гривнин. 

М
.: И

зд-во М
осковского университета, 1968. С

. 124-137.

２
．Бедняк И

.Я
., Гальперин А

.Л
., Гриш

елева Л
.Д

., П
одпалова Г.И

., 

П
опов В

.А
., Топеха П

.П
., Эйдус Х

.Т. О
черки новой истории Я

понии 

(1640-1917). М
.: И

зд-во восточной литературы
, 1958. 598 с.

３
．И

ванова Г.Д
. Русские в Я

понии X
IX

-начала X
X

 в. Н
есколько 

портретов. М
.: Н

аука. В
осточная литература, 1993. 170 с.

４
．И

стория Я
понии. В

 2-х тт. Т. 1. С
 древнейш

их времен до 1868 г. 

О
тветственны

й редактор А
.Е. Ж

уков. М
.: И

нститут востоковедения 

РА
Н

, 1998. 660 с.
５
．
Ｖ
・
Ｙ
ｕ
・
ク
リ
モ
フ
「
一
八
六
二
年
の
遣
欧
使
節
団
―
ロ
シ
ア
帝
国
外
交

史
料
館
所
蔵
史
料
に
よ
っ
て
―
」（「
日
露
関
係
史
料
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会

二
〇
〇
八
予
稿
集
」）
五
四
―
八
九
頁
。

６
．К

лимов В
.Ю

. П
ереход к политике самоизоляции в конце X

V
I-

начале X
V

II вв. (по указам правителей Я
понии)//Я

пония: культурны
е 

（
54
）

（
55
）
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традиции в меняю
щ

емся социуме. К
 столетию

 со дня рож
дения Е.М

. 

П
инус (1914-1984) С

П
б.: И

зд-во Л
ема, 2014. С

. 152-163.
７
．Косты

лев В
. О

черк истории Я
понии. С

.-П
етербург. В

 типографии В
. 

Безобразова и К

° (В
ас. О

стр., 8 линия, №
 45). 1888. 448 с.

８
．П

оливанов Е.Д
. О

 русской транскрипции японских слов//Труды
 

Я
понского отдела И

мператорского О
бщ

ества востоковедения, вы
пуск 

I. П
г., 1917. С

. 15-36.

９
．Русский биографический словарь. О

безьянинов-О
чкин. И

здан под 

наблю
дением

 
председателя 

И
М

П
Е

РА
Т

О
РС

К
О

ГО
 

Русского 

И
сторического О

бщ
ества А

.А
. П

оловцова. С
П

б.:

10
．Типография Главного Управления Уделов, М

оховая №
 40, 1905. 480 

с. 
С

еверная 
пчела. 

Газета 
политическая 

и 
литературная, 

№
 

18. 

Четвергом, 23 января 1858 г. С
. 83-88.

11
．С

околов А
.Р. О

 приезде в С
анкт-П

етербург японского посольства в 

1862 
году.

Ａ
・
Ｒ
・
ソ
コ
ロ
フ
「
一
八
六
二
年
に
お
け
る
日
本
使
節
団
の
ペ

テ
ル
ブ
ル
グ
来
訪
に
つ
い
て
」（「
日
露
関
係
史
料
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
二
〇

〇
六
予
稿
集
」）
四
二
―
七
一
頁
。

12
．Энциклопедический словарь. В

 X
LI тт., 82 полутомах. Том X

X
II. 

43-й 
полутом

. 
О

пека-О
утсайдеръ. 

И
здатели: 

Ф
.А

. 
Брокгаузъ 

(Л
ейпцигъ), И

.А
. Ефрон (С

.-П
етербург). С

П
б.: Типо-литография И

.А
. 

Ефрона, П
рачечны

й пер., №
 6, 1897. 480 с.

13
．
中
村
喜
和
「
橘
耕
斎
伝
」『
一
橋
論
叢　

第
六
十
三
巻
第
四
号
』Сборник 

статей [университета] Х
итоцубаси). 63-й том, №

 4. Токио, 

一
九
七
〇

年
、
五
一
四
―
五
四
〇
頁
。

14
．
日
本
大
百
科
全
書
『
小
学
館
ス
ー
パ
ー
・
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
』“Super N

ipponi-

ca C
D

 R
O

M
”�（4 C

D
 R

O
M

）、
小
学
館
、
一
九
九
八
年

�

（
翻
訳
：
有
泉
和
子
）

�

【　

】
は
訳
注
。

〔
註
〕

（
１
）　

ロ
シ
ア
語
表
記
・
ロ
ー
マ
字
表
記
と
も
日
本
語
の
長
音
は
コ
ロ
ン
を
用
い
「
：
」

と
記
す
。

（
２
）　

こ
の
手
記
は
ロ
シ
ア
国
立
歴
史
文
書
館
（РГИ

А

）
の
「Ф

.473, оп.3, дело 326, 
лл. 6-8 об

」
に
保
管
さ
れ
、
こ
の
手
記
の
大
部
分
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ロ
ス
チ

ス
ラ
ヴ
ィ
チ
・
ソ
コ
ロ
フ
の
論
文
「
一
八
六
二
年
に
お
け
る
日
本
使
節
団
の
ペ
テ
ル

ブ
ル
グ
来
訪
に
つ
い
て
」（「
日
露
関
係
史
料
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会
二
〇
〇
六
予

稿
集
」
東
京
、
二
〇
〇
六
年
、
四
六
―
四
七
頁
、
六
二
―
六
三
頁
）
に
批
判
分
析
は

せ
ず
に
書
か
れ
る
。
ク
リ
モ
フ
は
ヤ
マ
ト
フ
の
最
初
の
手
記
の
い
く
つ
か
の
点
に
関

し
、
批
判
を
試
み
た
（
Ⅴ
・
Ｙ
ｕ
・
ク
リ
モ
フ
「
一
八
六
二
年
の
遣
欧
使
節
団
―
ロ

シ
ア
帝
国
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
に
よ
っ
て
―
」︽「
日
露
関
係
史
料
を
め
ぐ
る
国
際

研
究
集
会
二
〇
〇
八
予
稿
集
」
東
京
、
二
〇
〇
八
年
︾
六
〇
―
六
一
頁
、
七
八
―

七
九
頁
）。

（
３
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

. 1.

（
４
）　

中
村
喜
和
「
橘
耕
斎
伝
」『
一
橋
論
叢
』
第
六
三
巻
四
号
【
一
三
八
―
一
六
四
頁
】、

【『
一
橋
論
叢
第
六
三
巻
』
の
】
五
一
四
頁
【
―
五
四
〇
頁
】、
一
九
七
〇
年
。【『
大

日
本
人
名
辞
書
』
お
よ
び
中
村
論
文
を
要
参
照
】

（
５
）　И

ванова Г.Д
. Русские в Я

понии X
IX

-начала X
X

 в. Н
есколько портретов. 

М
.: Н

аука. В
осточная литература, 1993. С

. 28.  Бабинцев А
.А

. И
з истории 

русского японоведения//Я
понская филология. М

., 1968. С
. 124-125.

（
６
）　

中
村
喜
和
上
掲
書
五
二
一
―
五
二
五
頁
。

（
７
）　
『
和
魯
通
言
比
考
』（Я

поно-русский словарь

）составленны
й И

. Гош
кевичем 

при пособии Тацибана-но Коосай”. С
П

б., 1857.

（
８
）　С

еверная пчела. Газета политическая и литературная, №
 18. Четвергом, 

23 января 1858 г. С
. 84.

（
９
）　И

ванова Г.Д
. Указ. соч. С

. 143. Бабинцев А
.А

. Указ. соч. С
. 124-125.
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（
10
）　

最
近
ロ
シ
ア
の
歴
史
学
で
は
「
ド
イ
ツ
の
影
響
」、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
系
の
貴
族
、

よ
り
正
確
に
は
、
ロ
シ
ア
社
会
の
エ
リ
ー
ト
層
に
入
っ
て
い
っ
た
ド
イ
ツ
系
貴
族
に

対
し
、
よ
り
多
く
の
注
意
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
例
と
し
て
、
興
味

深
い
著
書
（Копелев Д

.Н
. Н

а служ
бе И

мперии. Н
емцы

 и Российский флот в 
первой половине X

IX
 века. С

П
б.: И

здательство Европейского университета 
в С

анкт-П
етербурге, 2010. 338 с.

【D
.N

. K
olelev

、『
帝
国
に
奉
じ
て　

一
九
世

紀
前
半
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
と
ロ
シ
ア
海
軍
』、
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
全
三
三
八
頁
】）、
お
よ
び
今
年
に
発
行
さ
れ

た
一
般
向
け
の
論
文
が
あ
る
（Н

аум 
С

индаловский. 
Н

емецкие 
страницы

 
русской истории в петербургском городском фольклоре//Н

ева, №
 2, 2017. 

С
П

б., 2017. С
. 182-202

）.

（
11
）　Русский 

биографический 
словарь. 

О
безьянинов-О

чкин. 
И

здан 
под 

наблю
дением председателя И

М
П

ЕРАТО
РС

КО
ГО

 Русского И
сторического 

О
бщ

ества А
.А

. П
оловцова. С

П
б.: Типография Главного Управления Уделов, 

М
оховая №

 40, 1905. С
. 400-401.

（
12
）　“И

звестия И
мператорского Русского Географического О

бщ
ества”, 1866.

（
13
）　И

звестия И
мператорского Русского Географического общ

ества, 1869.

（
14
）　Энциклопедический словарь. Том X

X
II. 43-й полутом. О

пека-О
утсайдеръ. 

И
здатели: Ф

.А
. Брокгаузъ (Л

ейпцигъ), И
.А

. Ефрон (С
.-П

етербург). С
П

б.: 
Типо-литография И

.А
. Ефрона, П

рачечны
й пер., №

 6, 1897. С
. 335.

（
15
）　Н

орденш
ельд А

.Э. Ш
ведская полярная экспедиция 1878-79 гг.: О

ткры
тие 

сев.-вост. прохода: С
 прил. О

тчета капитана И
оганнсена о плавании его от 

устья Л
ены

 до Я
кутска и карт мы

са Челю
скина, порта Д

иксона и Таймарск. 
пролива. С

П
б.: А

. Транш
ель, 1880. 207 с.

　
　
　

Н
орденш

ельд А
.Э. Экспедиции к устьям Енисея 1875 и 1876 годов: С

о 
статьею

 адъю
нкт проф. зоологии Упсал. ун-та Г. Тэля о плавании его по 

Енисею
 в 1876 г. и 2 карт. плавания. С

П
б.: А

. Танш
ель, 1880. 198 с.

（
16
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

. 2.

（
17
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

. 2-2об.

（
18
）　Там ж

е. Л
л. 2 об. -3.

（
19
）　Там ж

е. Л
л. 3-3 об.

（
20
）　Там ж

е. Л
л. 3 об. -4.

（
21
）　

こ
の
法
令
の
ロ
シ
ア
語
訳
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
の
こ
と
。К

лимов 
В

.Ю
. 

П
ереход к политике самоизоляции в конце X

V
I-начале X

V
II вв. (по указам 

правителей 
Я

понии)//Я
пония: 

культурны
е 

традиции 
в 

меняю
щ

емся 
социуме. К

 столетию
 со дня рож

дения Е.М
. П

инус (1914-1984). С
П

б.: И
зд-

во Л
ема, 2014. С

. 161.

（
22
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

л. 4-4 об.

（
23
）　

報
告
書
に
あ
る
「К

иш
у

（K
ishu

）」
は
今
日
の
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
表

記
で
は
「К

исю

（K
isju

）」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
紀
州
と
は
紀
州
藩
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
徳
川
家
の
所
領
で
あ
る
紀
伊
国
と
一
部
伊
勢
国
に
か
か
る
（
今
日
の
和
歌
山

県
と
一
部
三
重
県
）。
こ
の
所
領
は
一
六
一
九
年
徳
川
家
初
代
将
軍
家
康
の
第
十
子
で

あ
る
徳
川
頼
宣
（
一
六
〇
二
―
一
六
七
一
）
に
引
き
渡
さ
れ
、
頼
宣
が
初
代
の
領
主

に
な
っ
た
。
徳
川
頼
宣
は
、
も
し
、
直
系
の
子
孫
が
途
切
れ
た
場
合
に
将
軍
に
な
る

資
格
を
有
す
る
、
御
三
家
と
呼
ば
れ
る
三
つ
の
家
の
男
子
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
。
こ

の
御
三
家
と
は
、
紀
州
藩
（
紀
州
の
大
名
）、
水
戸
藩
（
今
日
の
茨
城
県
の
一
部
で
あ

る
水
戸
の
大
名
）、
尾
張
藩
（
今
日
の
愛
知
県
の
一
部
で
あ
る
尾
張
の
大
名
）
で
、
将

軍
と
は
親
族
で
近
い
関
係
に
あ
り（
親
藩
）、国
家
の
政
治
的
特
権
層
を
構
成
し
て
い
た
。

（
24
）　

駿
河
と
は
地
方
の
名
前
で
、
今
日
の
静
岡
県
の
中
央
部
分
に
当
た
る
。
報
告
書
に

あ
る
府
中
（Ф

учуу

【Fuchuu

】）
は
「Ф

утю

【Futju:

】」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
府

中
と
は
、
駿
府
、
す
な
わ
ち
今
日
の
静
岡
市
に
あ
る
行
政
地
区
と
思
わ
れ
る
。
静
岡

市
と
は
静
岡
県
の
県
庁
所
在
地
。

（
25
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

л. 5 об. -6 об.
（
26
）　

日
本
大
百
科
全
書
「
小
学
館
ス
ー
パ
ー
・
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
」“Super 

N
ipponica 

C
D

 
R

O
M

”

（4 C
D

 R
O

M

）
一
九
九
八
、
小
学
館
。

（
27
）　

由
比
正
雪
は
江
戸
に
上
っ
た
後
、
伝
説
的
人
物
・
楠
木
正
成
（
一
二
九
四
―

一
三
三
六
）
の
子
孫
で
あ
る
楠
木
不
伝
が
主
催
す
る
楠
木
流
軍
学
塾
を
選
ん
だ
。
由

比
正
雪
は
楠
木
不
伝
の
養
子
に
な
っ
た
。
一
六
三
三
年
由
比
正
雪
は
養
父
を
毒
殺
し
、

塾
長
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
塾
に
は
三
〇
〇
〇
名
が
在
籍
し
て
い
た
が
、
そ

こ
に
は
、
将
軍
の
直
臣
（
旗
本
）、
た
く
さ
ん
の
大
名
の
家
臣
、
浪
人
が
い
た
。
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（
28
）　

こ
の
二
つ
の
作
品
名
を
ロ
シ
ア
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
本
稿
筆
者
に
は
現
在
困
難
。

（
29
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

л. 6 об. -7.

（
30
）　И

стория Я
понии. В

 2-х тт. Т. 1. С
 древнейш

их времен до 1868 г. 
О

тветственны
й редактор А

.Е. Ж
уков. М

.: И
нститут востоковедения РА

Н
, 

1998.С
. 437.

（
31
）　

一
八
八
五
―
一
八
九
〇
年
Ｖ
・
Ｊ
ａ
・
コ
ス
ト
ィ
リ
ョ
フ
は
駐
日
ロ
シ
ア
領
事
の

任
に
あ
っ
た
。
上
掲
の
書
物
の
他
に
、
次
ぎ
の
著
作
を
上
梓
し
た
。“К

 
войне 

России с Я
понией. И

стория японского народа”. С
П

б, 1904. 52 с. и составил 
“Русско-японский словарь разговорного язы

ка”. С
П

б., 1914. 1007 с.

（
32
）　Косты

лев В
. О

черк истории Я
понии. С

.-П
етербург. В

 типографии В
. 

Безобразова и Ко (В
ас. О

стр., 8 линия, №
 45). 1888. С

. 358-359.

（
33
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед.хр. 920. Л

. 8.

（
34
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

л. 8 об. -9.

（
35
）　Бедняк И

.Я
., Гальперин А

.Л
., Гриш

елева Л
.Д

., П
одпалова Г.И

., П
опов 

В
.А

., Топеха П
.П

., Эйдус Х
.Т. О

черки новой истории Я
понии

（1640- 1917

）. 
М

.: И
зд-во восточной литературы

, 1958. С
. 43. 

こ
の
共
同
論
文
か
ら
引
用
し
た

当
該
部
分
の
筆
者
はА

лександром 
Л

ьвовичем 
Гальперином
（1886-1960

）
で

あ
る
。

（
36
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед.хр. 920. Л

. 10.

（
37
）　

こ
こ
に
、日
蓮
の
六
人
の
弟
子
、六
老
僧
を
挙
げ
て
お
こ
う
。（
一
）日
照（
一
二
二
一

―
一
三
二
三
）、（
二
）
日
朗
（
一
二
四
五
―
一
三
二
〇
）、（
三
）
日
興
（
一
二
四
六

―
一
三
三
三
）、（
四
）
日
向
（
一
二
五
三
―
一
三
一
四
）、（
五
）
日
頂
（
一
二
五
二

―
一
三
一
七
）、（
六
）
日
時
（
一
二
五
〇
―
？
）。
日
蓮
の
弟
子
た
ち
、
日
蓮
宗
派
の

有
力
な
者
は
皆
、
僧
名
の
中
に
、
漢
字
「
日
」（
太
陽
の
意
味
）
の
字
が
あ
る
こ
と
が

判
る
。

（
38
）　

日
樹
は
一
六
三
一
年
に
死
去
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
叙
述
さ
れ
た
火
事

の
遥
か
前
で
あ
る
。
火
事
が
起
き
た
の
を
一
七
一
〇
年
で
は
な
く
、
ヤ
マ
ト
フ
が
語
っ

て
い
る
よ
う
に
一
六
六
六
年
と
と
っ
て
も
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
件
に
関
す
る
詮
議

は
、
ま
さ
し
く
、
日
樹
の
時
に
起
き
て
い
る
。

（
39
）　

現
在
池
上
本
門
寺
は
東
京
都
大
田
区
池
上
に
あ
る
。

（
40
）　

中
村
喜
和
上
掲
書
五
一
七
頁
。

（
41
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

. 10 об. -11.

（
42
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

. 11-12.

（
43
）　Там ж

е. Л
. 12-12 об.

（
44
）　

一
分
、一
分
金
と
は
、金
貨
で
あ
る
小
判
一
両
の
四
分
の
一
に
当
た
る
。一
分
小
判
、

小
粒
、
あ
る
い
は
単
に
一
分
と
様
々
な
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
金
貨
の
小
判
の
改
鋳

と
と
も
に
、
一
分
金
も
改
鋳
さ
れ
流
通
し
た
。
一
六
〇
一
年
か
ら
一
八
六
〇
年
ま
で

一
〇
回
改
鋳
さ
れ
た
。
金
の
割
合
は
減
ら
さ
れ
た
。
一
八
三
七
年
（
天
保
八
年
）、
一

分
金
と
並
ん
で
、
銀
貨
で
一
分
銀
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
も
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
。

（
45
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед.хр. 920. Л

. 12 об. -13.

（
46
）　

橘
耕
斎
は
若
狭
国
を
「округ В

акаса

」
と
記
し
て
い
る
が
「округ

」
で
は
な
い
。

「П
ровинция В

акаса

」
と
す
べ
き
で
あ
る
。「
報
告
書
」
が
作
成
さ
れ
た
当
時
、
専

門
語
を
ロ
シ
ア
語
に
訳
す
の
は
定
式
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
47
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

. 14-14 об.

（
48
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

л. 16-16 об.

（
49
）　

豊
後
国
と
は
今
日
の
九
州
大
分
県
の
大
部
分
に
あ
た
る
。

（
50
）　

府
内
と
は
今
日
の
大
分
市
の
古
称
で
、
大
分
県
の
行
政
中
心
地
。

（
51
）　

忍
び
の
術
と
は
密
か
に
変
身
す
る
術
で
あ
る
。
こ
の
術
を
完
璧
に
身
に
つ
け
た
の

が
忍
者
で
あ
る
。
忍
者
と
は
、
先
進
的
な
戦
闘
術
、
高
度
な
諜
報
訓
練
、
実
戦
行
動

を
秘
密
裏
に
行
う
技
術
を
身
に
付
け
た
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

（
52
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

л. 17-17 об.

（
53
）　РГА

Д
А

. Ф
онд 1385, опись 1, ед. хр. 920. Л

. 4 об.

（
54
）　

П
оливанов 

Е.Д
. 

О
 

русской 
транскрипции 

японских 
слов//Труды

 
Я

понского отдела И
мператорского О

бщ
ества востоковедения, вы

пуск I. П
г., 

1917. С
. 15-36.

（
55
）　Косты

лев В
. О

черк истории Я
понии. С

.-П
етербург. В

 типографии В
. 

Безобразова и Ко (В
ас. О

стр., 8 линия, №
 45). 1888. 448 с.


